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午後１時３０分開会 

○山口事務局長 定刻の午後１時３０分が参りましたので、ただいまから第１１回世羅郡

三町合併協議会を開催させていただきます。 

 本日は、皆さんにおかれましては大変お忙しい中、第１１回協議会にご出席いただき、

まことにありがとうございます。 

 最初にお断りを申し上げておきます。第１１回開催通知文書に不手際がございました。

深くおわびを申し上げます。 

 会長あいさつの前に本日の会議の出席状況についてご報告いたします。 

 本日の委員の出席者数は、委員総数３６名のうち３３名となっております。したがっ

て、本日の会議は協議会規約第１１条第１項の規定により、会議が成立していることをご

報告いたします。 

 それでは、協議会会長の上本世羅西町長がごあいさつを申し上げます。 

○上本会長 第１１回合併協議会の開催に当たりまして、一言ごあいさつ申し上げます。 

 お盆を過ぎたころから残暑がとても厳しくて、湿度も高く暑い日が続いております。委

員の皆様におかれましては、いかがお過ごしでございましたでしょうか。今、実りの秋を

控えて今年もまだまだ暑さは望まれていると思いますが、今朝の新聞を見ますと、世羅ナ

シも糖度が十分に乗っており期待を持てるとありました。一安心するところですが、これ

からは米の作柄がどうであるか気になるところであります。 

 また、本日も顧問として尾三地域事務所長の横山様にもご同席いただいております。ご

助言の方をお願いいたしましてお礼を申し上げます。 

 さて、合併協議会も順調に進めさせていただいておりまして、この際、感謝を申し上げ

ます。これからの協議の内容もより大切な項目へとなるというように思われます。 

 また、９月下旬から１０月上旬にかけては、各町において新町の合併建設計画の住民説

明会も開催させていただく計画でありまして、日程もよりきつくなりつつございます。し

たがって、９月には２回の協議会の開催も余儀なくされておるところでございまして、委

員の皆さんの積極的なご協議によりまして、順調のうちにも遺漏なく確認作業が終えるよ

うお願い申し上げましてあいさつとします。ありがとうございます。 

○山口事務局長 ありがとうございました。 

 それでは、規約第１１条第２項により、会長が会議の議長となるとなっておりますの

で、以後の進行につきましては会長と交代いたします。 
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○上本会長 それでは、規約の定めによりまして、これより会長が議長となり議事を進め

させていただきます。 

 次第３の（１）、会議録署名委員の指名について、世羅郡三町合併協議会会議運営規定

第８条の会議録署名委員の指名を行いたいと思います。 

 それでは、会議録署名委員の指名は、まことに僭越でございますが、順番で各町から１

名その都度指名させていただくということで、本日第１１回協議会の会議録署名委員に

は、次の方にお願いしたいと思います。甲山町黒木委員、世羅町後藤委員、世羅西町奥田

委員の３名の方を指名させていただきます。よろしくお願いいたします。 

 続いて、次第３（２）の協議事項に移ります。 

 協議第１１号の２新町の名称については、継続協議となっておりますので、直ちに協議

に入ります。委員さんの皆さんの中から何かご意見ございますでしょうか。随時、発言し

てください。 

 ありませんか。１カ月、先般小委員会の方で決めていただいた５つの候補者について、

それぞれ地域の中でも新聞報道に取り上げられましていろんな議論があったと思います。

それで委員さん方におきましても、そういう中でこの１カ月の間、いろんな思いも、また

整理もされてきておると思いますが、発言をお願いしたいと思います。 

 黒木委員。 

○黒木委員 甲山町の黒木でございます。前回もちょっと申し上げたんでございますが、

小委員会におきまして５つの候補を選定いたしました。前回報告があったとおりでござい

ます。私も小委員会のメンバーであったわけですが、いろいろと皆さんと意見を交換して

いく中に、やはり自分の意見だけでなくて、他の方のご意見を聞くということは非常に大

切なことだとつくづく思ったわけです。したがいまして、今日のことにつきましては、や

はり各委員が率直な自分の思いを述べていただいて、それを皆様と一緒に意見の交換をし

ながら、協議もしながら、できればまとまればいいんですがと先般も申し上げたわけです

が、そのような形でひとつ進めていただくことがいいのではないかと思うわけです。その

うちに、５つのうちに２つとか３つとか、それぞれの共通理解があって、そこから先どう

にもならないというときには、この前のご提案にもございましたような形で進めていただ

くことがいいんじゃないかと、このように思うわけです。そういうふうに思います。 

 私の思いを先に言いましょうか。ちょっとそれはまあ置かせていただきます。 

○上本会長 ただいま黒木委員の方から町名を決めることだから、みんなでいろいろ発言
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していこうという趣旨の発言であったかと思います。そのことを踏まえてご発言いただけ

ればと思います。よろしくお願いいたします。 

 寺田委員。 

○寺田委員 世羅町の寺田です。私は、次の３点からして世羅町を推すものであります。

その一つの理由は、第１点目ですが、世羅郡三町は過去から現在に至っとるわけですが、

世羅高原６次産業に始まりますいろんな農産物、特に世羅郡三町は農業の町でもあります

し、そういったブランド的な知名度がある程度定着をし、そのことによって農業の振興も

かなりの効果も上がっておるんではないかという理由が第１点であります。 

 それから、２点目ですが、全国的に言いまして、世羅という名称はかなり知名度がある

と思います。駅伝の世羅高を初めいろんな面で世羅の知名度は、全国的には大きなもんが

あろうかというように私は思います。 

 最後にもう一点目につきましては、まず世羅郡の中に位置するのが世羅町という思いも

しております。 

 以上の３点の理由によって、私は世羅町が適切ではなかろうかというように思います。 

 以上です。 

○上本会長 ありがとうございました。具体的に寺田委員の方からご発言がございまし

た。そのほかはございませんか。 

 小委員会で議論をしておりますので、半分の方は随分議論をいただいておるんで非常に

難しいかと思いますが、そのことを忘れて、ひとつこの協議の中で決めていくんだという

ことで積極的な発言をお願いいたします。 

 溝上委員。 

○溝上委員 世羅西の溝上です。実は、私は新しい町が誕生するということで、旧町名は

使わないと、こういう気持ちでおりました。そしてまた、そういう方向で選んだわけでご

ざいますが、住民の皆さんのいろんな意見をその後聞いてみますと、やはり世羅の名前は

残すべきだということでございます。いわゆるなれ親しんだ世羅という名前ならば違和感

がなく、すんなりと受け入れられるということでございましたんで、新しい町名にはこだ

わらないというふうな結論をしたわけでございます。したがいまして、旧町名でこれは甲

山町、世羅町と２つあるわけでございますが、やはりなれ親しんだ名前でよかろうという

気持ちになっております。 

○上本会長 ほかにご意見、発言ございませんか。 
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佐藤さん。 

○佐藤委員 甲山町の佐藤です。ちょうどお盆休みということもありまして、ちょっとこ

の内容について同窓会などで聞いてみたんですけども、若い人の意見はどうなのかなと思

いまして。５町の名前の中で大田庄町、美咲町といった名前は耳なれないので、町外、甲

山をふるさとにしている者の中からは余り耳なれない言葉は嫌だなという意見がありまし

た。 

 それと、世羅高原はというので聞きましたところ、若い者は未来もっと世羅というとこ

ろが伸びやかに育っていってほしいと思ったときに高原がついちゃうと、何かずうっと田

舎で過疎地のようなイメージがしてしまうから、高原はつけない方がいいんじゃないかっ

ていう意見がありました。そして、じゃ世羅町と甲山町でどちらがいいですかって聞きま

すと、やはり甲山の出身なので甲山が残ればいいんですが、広島に行ってる者とか東京と

か街に行ってる者も多くて、そうしますと遠くから見ると甲山よりやっぱり世羅の方が知

名度が知れてるので、別に世羅町で決まっても構わないという意見でした。だから、甲山

町の出身なので甲山が残ればうれしいんですが、世羅町でも構わない。その方が知れ渡っ

てるから、もしそれがいいのであればそれでいいんじゃないかという意見を聞かせてもら

いまして、私も甲山か世羅かという名前が残ればうれしいなと思いました。 

○上本会長 ほかに。 

 今、世羅、世羅と続いてますんで、それ以外のことが少し言いにくいかという雰囲気も

あるかと思いますが、その点は皆さん方はもう委員として責任あるはずなのでしっかり発

言していただきたいと思います。 

 どうぞ、松村さん。 

○松村委員 世羅町の松村です。私も名前の方の小委員会へ属していたので、そこでも何

度か言わせてもらったんですが、やはり先ほど寺田さんも言われたように、私はナシを作

っていますが、世羅ナシの名前でずっと長年苦労してブランド作りに努めてきました。そ

れがナシだけじゃなくて、いろんな産品、アスパラとか米とかいっぱいそういう産品のブ

ランドづくりに努力してきた人がいっぱいいると思うんですが、それを今真っ白にしてし

まって、新しい名前でブランド作りをするということは、すごい大きなエネルギーとか年

数がかかると思うんです。だから、それをどうしても残してほしいと思って世羅町がいい

と思います。 

 それと、私のところの山の駅にたくさんの人が来られるんですが、その人たちに、町外
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から来られる人にちょっと話をちょこちょこ聞いてみたんですが、それはやっぱり世羅で

しょうという人が多かったように思います。 

○上本会長 ありませんか。 

 豊田委員。 

○豊田委員 甲山はちょっと遠慮しとって黙っとったんですが、やっぱり甲山はもう既に

甲山町という名前になってもう百七、八年もたつと思うんですね。一番歴史が長い、県内

でもそういう町としては古い方です。尾道市と並んでそういう明治３1年に多分甲山町に

なったはずなので、甲山町というのは大体広島県どこへ行っても大体名前を知らない人は

いないというぐらい、大体行き渡っていると思います。世羅郡ももちろん古くからそうい

う名前ちゃんとありまして、世羅郡はちゃんと残るわけですから、甲山町にしても別に世

羅郡の農産物が売れなくなるようなことじゃないと思うんです。どこも自分の町のことを

思うのは当たり前と言ってもいいし、自然だと思うんで、甲山町の者がよその名前を言う

というのも不自然でありますが、甲山の名前は大体古くから知れとるし、県内でも、例え

ば甲山警察署にしても何々甲山の名前が非常に多いし、今高野山を中心に発展をした世羅

郡のやっぱり中心地は甲山で来ていると思うんです。そういう点で、甲山を選んでいただ

ければと思います。勝手なことを言うようですが、まあひとつご理解お願いします。 

○上本会長 少し優しくお答えいただいたようですが、希望であるというようなことでご

ざいますが。 

 ほかにございませんでしょうか。 

 黒木委員。 

○黒木委員 私は小委員会で属しておりまして、最初のときにお話をするときに自分の考

え方をまとめてみたわけです。先ほど溝上委員がおっしゃいましたように、私も当初各委

員が５つ出そうと、そしてそれを持ち寄って第１案をするときに、やはり新しい町になる

んだから、よその状況を見ても、もう公募の時点で現在ある町名を使わないというふうな

決め方をしておるというところも話がございました。しかし、公募するには自由に言って

いただきたいということで、私は強く主張した者の一人なんです。ところが、自分が名前

をつけるときにはどうだろうかなと思ったときに、甲山、世羅以外に何かいい名前はない

かなと、こう思いました時に、実は大田庄がピンと来たわけでございます。大田庄といい

ますのは、ご存じの方が多いわけですが、１２世紀の中ごろに備後の国の大田庄として中

世における荘園として成立し、以後栄えてきたわけでございます。 
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 昭和３０年の合併にその大田庄の桑原方と大田方との境、言うならば旧甲山町と旧東大

田村が境であったわけですが、それが３０年の合併のときに、もう大方甲山と東大田は一

緒になると、だれが見てもこの連担地域は一つの町だろうと思っておったんですが、それ

が合併ができなかった。その大田方と桑原方の境が今も依然として残っておるわけです。

しかし、今回の平成の合併によってこの境がとれて、世羅郡が一つになろうかとしておる

時に、この大田庄をひとつ名前にしたらどうだろうかと、こう思ったわけです。甲山町、

世羅町の名前も捨てがたいんですが、私は今甲山町に住んでおります。実は、この間お盆

に私の兄が東京におるんですが、１週間ばかり来ました。話をしましたら、ちょうど私の

兄はちょうど東村で生まれましたんで、そしたら兄は即座にそりゃ甲山だよと、こう言う

んです。というのが、東京へもう兄は５０年からおりますが、そりゃ世羅も今はいろんな

方面で有名になってますが、古くからはやはり甲山だよと、こういって言うんですね。し

かし、そりゃまあ当然だと思うんですが、私はそういうことで、まず第一に大田庄という

ふうにしたらどうだろうかなと、こう思ったわけです。 

 それで、そうは言いながら、甲山のことを思うと、この間御調で石標（しるべ）が見つ

かりましたね。尾道が残り、三次がそのまま残り、さらに出雲へ行って真ん中の甲山が消

えてなくなるというのは、物すごく寂しいという思いもございます。 

 そこで、最初にちょっと申し上げましたように、私も実はどれがいいかというようなこ

と、これ悩むんです。それで、ひとつ皆様方のご意見を聞きながら、円満にこの新町の名

前がつけばいいんだがなと、こういうふうに思っておる次第でございます。 

○上本会長 それぞれ意見もいただいてございます。まだまだご発言をいただきたく思い

ますんで、よろしくお願いします。 

 ほかにございませんか。 

 気持ち的には、大体自分ではこの線だろうかというぐらいのことはお決めになっておら

れる方、もし気持ちだけでもありましたら、ちょっと意思表示をしていただければ、いか

がでしょう。 

 大方のところで、自分なりの意見をもとに決めていらっしゃるというようなことも今の

ジェスチャーからお測り知ることができました。まだまだ発言もいただきたく思いますん

で、遠慮なく思いを言っていただくことが、また皆さん方のご理解をいただける最短の近

道だと思いますので、よろしくお願いします。 

○上本会長 徳光委員。 
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○徳光委員 世羅町の徳光です。小委員会の名称の方の委員へ属しておりまして、どうか

とも思いますが、やはり合併後の町づくりを考えるときに、新しく興していくということ

になると、非常に今後地域間競争とか非常に厳しいことが想定されます。やはり、先ほど

から世羅町の委員さんからもございましたし、３町の共通であります世羅という名前をど

うしてもこの新しい町名として地域間競争に打ち勝っていきたいと。世羅町をぜひ推薦申

し上げます。 

○上本会長 幾島委員。 

○幾島委員 世羅町の幾島です。先ほどからたくさんの世羅町の町名が出ておりますが、

私もぜひ世羅のブランドのこのいい世羅町の名称を残していきたいなと思っています。 

 さて、そこで４ページに新町名称の公募された数値が出ているんですが、このことに余

り触れるのはよくないんだろうと思うんですけど、やはり選ばれた方の数字というのはか

なりあります。この数字を見たときに、やはり選ばれた人たちに世羅町がこういう理由で

選ばれたんですよと、胸を張って言っていきたいと思っております。そういう選ばれた方

にもこのことが伝えたいし、そして世羅町のブランドを必ず残るだろうと期待しながら今

日は意見を言わせていただきました。 

○上本会長 どうですか。少し世羅、世羅というのが強く出ておりますんで、もしその反

対の意見が言いにくくなっておる雰囲気もあるかと思いますが、そういうことはございま

せんので、どうぞ。 

 前迫委員。 

○前迫委員 世羅西の前迫です。失礼いたします。非常に世羅、世羅という数字が今出て

おるわけですが、公募の内容を見ますと、やはり大変今回残念なのは、もっと４，０００

通とか５，０００通とか応募があるんではなかろうかというように感じておったんです

が、非常に少なかったということは非常に残念だと思うんですが、これもいたし方がない

んですが、先ほどもいろいろお話は各委員さんからあったわけですが、旧町名は使わない

とかという初めそういう気持ちでおったとかいうようなことも二、三出ておりましたが、

私は、新しくこうして３町が合併をして町を作るんですから、新しい名称がいいんではな

かろうかという考えがもともとからありまして、今回具体的に申しますと大田庄町がこう

して５つの作品の中に選ばれておる。これはいいことだというように私は思っております

し、既に今、選定の理由なんかにも中世からの大田庄としてのこの地域が栄えたというこ

とも抱えておりますし、いわゆる今の皇太子ですが、これがまだ学生時代に世羅西から世
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羅町、甲山と、大田庄の歴史を研究されて来られたことが以前あったわけですが、これら

からしてみましても、全国的に大田庄は非常に荘園として有名なところだというように思

うわけですが、この名称を生かすということもやはり世羅郡の発展にもつながるんじゃな

かろうかと。いわゆる３０年に合併してから今日世羅町、世羅西というのは新しい名称に

したわけですが、これもやはり３０年にしてこうして皆さんが努力されて一つの成果を上

げたというようなことがありますが、やはり私はこうした中世からある名称をもう一度生

かしてこの地域の発展のためにも使ってもいいんではなかろうかというように考えるとこ

なんですが、皆さんのお考え、それだけあると思うんですが、私は非常に郡民の方にも説

得できる名称ではなかろうかと、ご納得いく名称でなかろうかというように大田庄町はと

いうように思っております。 

 以上です。 

○上本会長 ほかに。できるだけ１回は発言するという勢いでひとつお願いしたいと思い

ますが、井上委員。 

○井上（幸）委員 世羅西の井上です。名前を公募したときに、世羅西町というのが一つ

もなかったのです。非常に寂しい思いをしましたけれども、世羅西町の町民として考えた

ときに、多分世羅西町という新しい町名になるのは可能性が薄いんじゃないかというよう

な考えのもとであったんじゃないかなと思います。それならば、一応なれ親しんでいる世

羅っていう名前が残るんであれば世羅町の方がいいかなというような考え方の人もたくさ

んいらっしゃいます。それと、私も農業をずっとやってきてますから、一番の理由の知名

度ですね。ブランド作りですか、そういうところに物すごく大変なエネルギーが要ります

し、松村委員がおっしゃったように非常な年数がかかるわけで、これをまた新しいブラン

ド名を作って知名度を上げていくというのは、非常に大きなエネルギーが要ると思うの

で、世羅町という名前にすればすんなり肌に合うような生活ができるんじゃないかと思い

ますが。 

○上本会長 檜谷委員。 

○檜谷委員 甲山町の檜谷です。私は、こういう言い方をすると甲山町の出身ですから甲

山がいいって思われるかもしれませんが、今世羅郡の中での意見というのは皆さんが言わ

れたとおりだと思うんですが、県内、私ねやはり世羅郡から外へ出たときから新しい新町

を見たときに、私はちょっと仕事の関係で出張が多くてあっちこっちに行くんですが、標

識がもう甲山という標識が圧倒的に多いわけです。２号線なんかでもほとんど甲山という
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標識がほとんどであります。新しく今度尾道から松江線につきます陰陽の高速道路ができ

ます。この道路でも甲山インターというのがもう決定をされています。要するに、そうい

った交通の窓口っていうのは甲山というのがもう決定的になろうと思うんです。そうする

と、町名は世羅町、そういった窓口は甲山、要するに２つの名前が存在をして複雑になる

と思うんです。私は、世羅という今の井上委員がおっしゃったように、確かにブランドが

必要だろうと思うんです。それは世羅郡という決定的に残る郡名がありますので、農産物

とか世羅のブランドというのは、決して打撃を受けないだろう。むしろ、それはそれで残

っていくんだと。町名については、やはりそういった外からと、やはり甲山というのはあ

くまでも旧大字ですから、非常に重要性があろうと思うんですね。仮に、世羅町と新しい

名前が決まっても甲山という呼び名は恐らく消えないだろうと思います。甲山と言われる

でしょう。ですから、私は甲山というのが一番無難な線じゃないんかなと、私自身そう思

っています。 

○上本会長 いかがでしょうか。発言ください。 

 人それぞれ立場立場もあるでございましょうし……。 

 どうぞ、井口委員。 

○井口委員 甲山の井口ですが、世羅という語源は、甲山町小世良の小世良八幡神社から

発祥の地で、小の字を取って世羅という名前でずっときておるわけですが、世羅という字

も非常に昔から古い名前でいい名前でございますが、世羅郡世羅町となると先ほどから何

回もおっしゃってますけど、２通りになるわけですね。この点甲山町の場合でしたら、町

制をひかれたのは１６１９年、非常に県下でも数えるほどしかない町制をしかれたわけで

す。そういうふうな歴史的なこともございますし、また、字画、デザインが簡単でいいん

です、書くとしても。世羅郡世羅町と書きょうると随分字画が多ございます。やはりそう

いうふうなデザイン的なこともあろうかと思います。裏から読んでも表から読んでも甲山

町というのはいいんじゃないかと思いますが。そういう町名の選定理由の中にも書いてご

ざいますとおり、甲山町の方がよろしいかと思います。世羅という名前は何回も言います

けど、世羅郡残るわけですから。 

 以上です。 

○上本会長 それぞれいろんな立場での考え方、述べていただいておりまして、こうして

しっかりお話をいただくことがこれから皆さん方で決めていく一つの大きな糧になります

んで、できるだけちゅうちょせずに思いを述べていただくことをお願いしたいと思いま
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す。 

 真野委員。 

○真野委員 世羅町の真野です。選定されるときに、決められるときに数の多さではない

ということが話にはあったと思うんですが、今回住民の方の貴重な意見を大切にしてこれ

だけの差が出ているのですから、私は住民の方の意見を大切にして世羅町がいいと思いま

す。 

○上本会長 ほかに、発言はございませんか。 

 意見がとまるということは、私も非常に困るんです、正直言って。じゃどうして決めま

しょうかという議論に入っていきたくなりますんで、まだそう簡単にすぐこうした町名な

んで、決めていくのはどうかという思いもございます。せっかくこうした機会に委員に選

ばれておりますんで、どうか発言をいただきたいと思います。 

 田丸委員。 

○田丸委員 世羅西の田丸といいます。先ほど応募が数の多さで住民の方のというご発言

もあったんですが、私は小委員会の名称のメンバーとして、数にはこだわらないというの

が最初の申し合わせ事項の中にありました。私はやはり数でいけばどうしても人口比率の

多い順なことで旧町名も構わないということで応募をかけてあるわけですから、そういっ

た形になるんではなかろうかというふうに思っておりました。やはり、新しい町村、新し

い町をつくるんだという考えの中から、やはり新町にふさわしい名前を考えていってほし

いという願いが当初から私はありました。いろいろ協議重ねていくうちに最終的に５項目

になってまいりましたが、委員会の中でもやはり旧町名を残した方がえかろうという意見

もあって、意見を重ねていくうちにやはりそういったことも理解していかにゃいけんのじ

ゃないかなというふうな思いもいたしました。自分としては、これがいいなというのはあ

りますが、そこら辺も含めて皆さん方よく検討していただければと思います。 

○上本会長 奥田委員。 

○奥田委員 世羅西の奥田です。私も委員会に所属しておった関係上、この５つを選ぶの

に、いろいろ悩んだあげく、当初頭の中に旧町名を使わない方がいいということがかなり

根付いてまして、最後の最後までちょっとあがこうかなと思ったんですが、最終的に皆さ

んの意見を聞きながら、しょうがないというところで旧町名が２つ入ってきたわけです。

そういった中で、今さっきから皆さんの意見を聞いてる中では、どうしても甲山町と世羅

町とが突っ張り合うというような形になって、もし私がほかの候補からくらがえしてしま
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えば、どっちかに転げちゃうなという雰囲気でおります。 

 基本的に世羅郡の中で世羅西にいましたもんで、どうしても世羅の西町という呼び方で

よく呼ばれたりしました。別に友人たちと話す中でも、世羅町で構わんじゃないかという

意見もたくさんいただきました。その中で、私はあえて世羅高原もいいよっていうふうに

答えてきたんですが、この２つがどうも突っ張り合って、いまだに先ほどから手もよう挙

げんかった状況です。どっちに転ぼうが、ちょっと気分的にはどちらでも構わないなとい

うとこはあるんですけれども、どうも皆さんの意見がたくさん出てくるうち、そりゃいろ

いろ考え方はあるんもんだなというふうに思いました。 

 今日たまたまちょっと東京の方と電話したんですが、こうやま町と言われまして、ちょ

っと違うんですよと言ったんですが、できりゃ覚えてくださいねとこっちからも反対に言

ったところです。知名度はあると思うんですが、もうちょっと売り込むんならちょっとも

っと今度は頑張りが必要じゃないかなというところ、もちろん世羅についても羅を説明す

るのにかなり難しいというところで頭の中にありました。私にとってはそういうことは関

係なしにもうとにかく新町でありさえすれば、名前はもうスムーズに決まった方がいいな

というところで思いがあります。 

○上本会長 坂東委員。 

○坂東委員 世羅町の坂東です。私も実は小委員会の方でいろんな検討をさせていただき

まして、５つの候補を出させていただきました。世羅町だから世羅町という意見になるの

かもわかりませんが、私は世羅郡が一つになるんだから世羅町がいいと思ってます。既存

の町名という意識は全くございません。世羅郡を一つにまとめていって、新しい町をこれ

から創っていこう。各地、各町の特色を生かしながら世羅町としてやっていこうという思

いがありますんで、世羅町というのを推薦させていただきます。 

 イメージ的には、私としては世羅高原というのが一番合ってるなと思ってたんですが、

地形的にどうしても５００メーター切ってるということで、地形上では世羅台地町になっ

ちゃうと。神石が先に高原町をつけましたんで、そこの次っていうのは何か変なような気

がするというものがあるんですが、先ほど農産物で世羅というイメージを相当長い期間か

けて作ってこられたという話もありました。世羅というのが一つの商品になっている、ブ

ランドになってる。県外に対してアピールできると。国内外、海外というのもどうかわか

りませんが、スペイン語でセラというのよく使ってありますが、スペインにもセラという

のはあるらしいです。そこらを考えて、海外のことはどうでもいいんですが、今まであっ
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た郡という一つの単位を一つにまとめるという、一郡一町になるわけですから、世羅って

いうのをぜひとも残していきたいなと思っています。 

 それと、漢字が書きやすいか書きにくいという話がありました。実は、応募の中にもせ

らっていう平仮名ございました。小委員会の方ではいろんな意見があったんですが、漢字

の文化っていうのをやはり残していかなきゃいけないだろうと、さいまた市が平仮名でさ

いたま市になってますけど、うちの子どもが小学校１年生ですが、さいたま市だけ読めま

す。それも何か物足りないなという意見も私自身持ってましたんで、漢字にこだわらせて

いただきました。書きやすい、難しいという意見もありますが、日本の文化である漢字を

残して、今後一つの町をまとめて作っていくという意味で、世羅町を私の思いとしては持

っていますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○上本会長 岡田委員。 

○岡田委員 世羅西の岡田です。先般、世羅西に女性会があるんですが、その女性会の寄

ることがありまして、今町名を決めるちょうど時期なんですけど、この間も広報に載っと

ったからどんなんがみんないい思うてと聞きましたところ、もう即座にそりゃ世羅郡じゃ

けえ世羅町よいうてからに、いとも簡単にみんな言われます。いとも簡単に言われるとい

うのがやっぱし世羅郡を残したい、世羅町の町じゃないんですよ、世羅郡全体で世羅とい

うイメージを残したいというのが皆さんの気持ちのようでございました。先ほど言われた

ように、標識は甲山というのがよう出とるよといって私も言ったんですが、まあそれは今

から新しい町ができたら標識は世羅に直されるじゃなあというてからにいうような話でご

ざいました。私も一応世羅郡なので、世羅町が無難なんじゃないだろうか。今までもずっ

と先ほども言われておりますようにブランド名も世羅のブランドでいろんなものが売り出

されておるわけでございますので、ひどう無理があるんじゃないんじゃなかろうかという

ように思っております。 

○上本会長 ほかにございますか。 

 小川委員。 

○小川委員 甲山の小川です。私も実は小委員会で５点を決めさせていただいたわけなん

ですが、甲山町の出身ですから何とか甲山で、甲山町でありたいわけです。私も実は他の

方へ、地区へ回って見ましても、町外から出ると世羅町か甲山町かどちらがいいかなとい

うようなことを話を聞くと、どうしてもそのそんなに世羅町、甲山町にこだわる必要ない
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んじゃないかという意見が大多数あるわけですね。今、町内においては、事務所を甲山町

に一応確認された中で、甲山町を推して町名まで甲山町というのは、やはりちょっと難し

いんじゃないかという意見も実はあります。自分自身としては、昔からの甲山町がいいわ

けですが、なかなかそこら辺の歴史的な問題といいますと、甲山町に落ち着くだろうと思

うんですが、この５点の中で旧町名が２点、あとは新しい町名があるわけですね。黒木委

員さんが申されましたが、ここでさまざまな形で自分のどうしても腹の中で決めとるその

町名をさまざまな皆さんの方からのご意見を聞いて、なかなかそれを理解すればいいんで

すが、自分の腹の中で決めとるものはなかなか撤回というか、なかなかそれ変えにくいと

も思うんです。 

 旧町名が２点、あとは新しい町名ですが、まだこれから皆さんの意見を聞かれる中で、

これからのやり方として私は記名でもいいんですが、２点に絞ってこうして記入をしてい

ただいてある程度もう少し絞って点数を少なくした上で決めていくという方法を考えたら

どうじゃろうかなと、そのように思うんですが、いかがでしょうか。 

○上本会長 水間委員、ありますか。 

○水間委員 甲山町の水間でございます。いろいろ意見がたくさん出ておりますが、非常

に和やかな今日の会議で、非常にいいというふうに思うんです。どなたかがおっしゃいま

したが、実は私も期待をしておりましたが、案外応募者が少なかったというふうなこと。

また、私も地域でも、また、昨日もちょうど１００戸余りの大字ですが、あそこのニュー

ジーランド村のあるところへひとつ視察研修に行こうというふうなことで行ってまいりま

した。そこで、あそこにご案内の人もいると思いますが、辻駒さんという非常に弁のい

い、また指導者がおられますが、その人の話を伺って帰ったところでございます。そうし

たところで、新しい町が世羅郡にも生まれるわけですが、そうした中でやはり地域はひと

つ地域でできることをやっていかにゃこれからいけんのじゃというふうな辻駒さんの話を

聞いて、また自分らもそういうふうな話をしながら、またバスの中で、また昼を食べなが

ら話して帰ったところでございます。 

 この本論ですが、名前というのは、やはり名は体をあらわすというふうなことが言われ

ておりまして、非常にこれにこだわるといいましょうか、そうなると非常にまたいろいろ

議論もたくさん出てくるというふうに思いますが、どうもこの一般に私も昨日もそうした

中でも、また今までも地域の皆さんからのご意見も聞いておるんですが、余りそう強くこ

だわる人が少ないんかなというふうに思います。中には、異常にこだわっておられる方が
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ございまして、特に私も甲山でございますし、甲山のある方から甲山という名前がないよ

うなこっちゃ、わしらはとてもあんたら支持はできのんでと、こういうふうなこともある

わけなんです。あるわけなんですが、実際こうして多くの住民の皆さん方のご意見を伺っ

てみると、余りそうでもないんかなというふうにも思っておるところでございます。 

 名は体をあらわすということがどういうことなんかなというふうに私もちょっと思うん

ですが、やはり人間の将来性というんでしょうか、そうしたことなり、またやはり歴史性

というふうなものが言われるように、ちょっと思うんですが、そういうふうなことから、

私は昭和３０年の甲山町、新生甲山町の合併のときには三川でございまして、もちろんそ

のときにはそのような選挙へ加わるようなことでもございませんでしたが、非常にそのと

きには、特に三川の地区では合併問題で名前のことじゃ余りなかったんでしょうが、大変

な騒動になりました。特に、伊尾地区あたりでは本当に隣近所で甲山派じゃ上下派じゃと

いうふうなことで、大変なそうした騒動が起こったのを聞いておりますが、非常に今はそ

ういうふうな状況じゃなしに、このように非常に和やかな中で協議が進むというふうなこ

とについて、私も非常に世羅の皆さん方、非常にこうした合併に関心を持ちご理解をいた

だいておるんだなというふうなことを思うところでございます。この名前につきまして、

私もそういうふうなことから余り大きくはこだわらんでいいんじゃないかなというふうな

ことを最近思ったところでございます。私も３０年からずっと甲山、住所地を書くときに

世羅郡の甲山町、甲山町の私は東上原ですが、そういうふうな書き方をしてきておるん

で、なれ親しんだということになると、どうしてもその甲山というふうなことにもなりま

す。 

 もちろん、これは一つの行政のそうした進め方だろうというふうに思うんですが、一つ

の甲山町の施策の中で、いろんな県の出先なり、また国の出先なり、そうしたものを非常

に甲山の地へ集中をされております。そうしたところが全部何々甲山支所とか、甲山の法

務局であるとか、警察署であるとか、銀行も甲山支店というふうな形で、ほとんどそうい

うふうな形になっておるというふうな、そこらのまたことも他の名前になるといろいろ、

そのことはその関係の人でやれることでしょうが、そういうことも起こるというふうに思

いますし、また、私はずっと物心がついてからですが、思うのに世羅の世羅高あたりで

は、どうも甲山と言われるのがよく私は聞くんです。そのぐらいやはり甲山というのがこ

の地域のいろんな交通の要所でもあったし、文化のそうした発祥の地でもあるというふう

なことをよく聞かせていただくんですが、そういうふうな中からいくと、私も甲山に住ん
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でおる関係から甲山というのがどうも知名度なり歴史性からいうて名前にはふさわしんじ

ゃないかなというふうな気がしておるとこです。ですが、私もこれには余りこだわる方が

いいんではないというふうにも理解をしておりますが、どなたかもおっしゃいましたが、

そういうことでご理解がいただければ私も幸いだなというふうに思うところでございま

す。 

○上本会長 梶川委員。 

○梶川委員 世羅町の梶川でございます。今水間委員の方で希望するというような話もご

ざいましたけれど、私も世羅町にしていただきたいなというふうに思っております。初め

から、松村委員さんもおっしゃったように、本当にブランド作りというのは大変なもんで

ございまして、最初は世羅の名前を使わずに広島の名前を使ってやっておったんです。や

はり、そうすると地域性が出てこないという面がございまして、非常に苦労しました。最

終的に世羅のブランドで販売した思いもございます。また一方、また今現状を見ますと、

農協も合併の時期に入りまして、来年の３月には尾道市農協というようなことになりまし

て、世羅の名前が消えていきます。そうしたときに、今我々出荷しておるものが尾道市農

協の名前で市場に出していくというのは、非常に困る問題が出てくるんじゃないかという

ように思ってます。ですから、ぜひとも世羅の名前が消えないように、世羅郡がありまし

ても、やはりこれはまた次の合併ではどうなるかわからない状況でございまして、郡が消

えるんじゃないかなというようなこともあったんですけども、そうしてみますと、どうし

ても世羅が消えるんじゃないかなというように思っております。としますと、町名でぜひ

とも残していただきたいなという希望を持っております。どうぞよろしくお願いします。 

 それから、大きくなりましても字は、甲山は残るんじゃないかなというように思うわけ

で、世羅の名前もぜひ残していただきたいなという希望を持っております。 

○上本会長 随時発言いただいておりますが、全部の方が発言されると、さて会長、じゃ

これをどうまとめるということになりますんで、少しここらで休憩といいますか、趣向を

変えて、この協議はまだまだお互いしっかりしていく必要があると思いますが、さてみん

なが言い合った場合に、今度はどうして決めていくかという問題も出てくるんで、ひとつ

ちょっと休憩という意味で、では決めていくのはどういう方法があるだろうかということ

もあわせてご発言いただければというふうに思いますが、その点に限っていかがでしょう

か。 

 井上委員。 
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○井上（忠）委員 世羅西の井上です。今、会長の方から最終的に決める方法はどうであ

ろうかという発言があったと思うんですが、実は小委員会の中でも今皆さんがお聞きのよ

うに５点を絞る中でも、小委員会の中で１点に絞り込むことはほぼ不可能でした、現実と

して。やはり、こんだけの多くの方の委員を含めてそれぞれのご意見を発せられますと、

多分ここでまとめることも不可能と。というのは、会長が一番よくご存じで、投げかけな

がらどうすりゃいいんだろうかなというのは水面下ではあると思うんですが、小委員会の

中でも最終的にはやはりそれぞれの意見を聞いた中で、自分の思いも変わる人があるだろ

うし、あるいは自分の意思を固める方もあるだろう。それを重ねた上で最終的には投票

で、やはり多くの町名を投票された方をもって新町の名前にしたらどうだろかなというの

は、小委員会の中で下話ですか、恐らくそういう形になるだろうなというのはありまし

た。最終的にはそうやって決められたらいいんじゃなかろうかなと思いますが、ここの委

員が全員賛成で甲山といえば、恐らく世羅町という名を推してる方は不賛成でしょうし、

世羅町といえば甲山町を残してほしいという人は不賛成でしょうから、全員一致というの

はほとんど１００％ないと思います。であるならば、最終的にはやはり投票によって多数

の中で決めていかざるを得ないと思うんですが、会長さんの腹づもりがどこら辺にあるの

か。最終決断はあなたですから、あなたにお任せを申し上げます。 

○上本会長 走って逃げとうなりますが。賛成多数というような決め方でない方がいいと

思うんですが、そうは言っても時間はどんどんたってしまうし、議論が突っ張るとなかな

か難しい、傷も設けてしまう。ただ、こういうことを言われとるの常に思うんですよ。投

票というのは一つの民主主義のルールで、これは立派な行為なんですが、ただそれだけに

頼って物事を決めていくのはどうなのかと。前に世羅西にあった吉川村の分村のときに投

票して、実際は公表せずに円満な形でその結果をもって公表せずに決めていったというよ

うなことがあるようで、結果の数の議論を残さずにというようなこともあるようでござい

ますし、そこらもいろんな方法はあると思うんですが、そこまで結論めいたことを今申し

上げる段階ではないんで、決め方についていろいろそれぞれお考えもあろうと思いますん

で、この際もう少し深い皆さん方のご意見を聞いてみたいと思います。 

 前原委員。 

○前原委員 世羅西の前原です。どうでも私が一人残ったんかなという感じがするんです

が、皆さんあずっておられるんで、ここで結論をちょっと出してみたいと思うんです。と

いうほどでもないんですが、名前というのは、そうひどう深く考えんでもいいんじゃない
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かと思うんですよ。一つの符号ぐらいなことになると思うんですが、そうするとやっぱり

字を書くのに見やすいんがいいとか、あるいは呼び名が簡単なのがいいとかいうようなこ

とになると思うんです。呼び名がいいのは世羅町がいいんかなという気もします。字を書

くのに簡単なのは甲山がいいかなというふうにも思います。そこらで皆さんのお考えを決

めていただきたいと。私は世羅というので平仮名なら一番えかったかなというふうに思い

ます。 

○上本会長 荒瀬委員。 

○荒瀬委員 甲山町の荒瀬です。私は名称の方の委員に入ってたんですけれども、第１回

目の会議へ臨む前に、自分としては余り町名というものにこだわりがなかったもんですか

ら、やっぱり皆さんのご意見を聞かせていただかんとこれはいけんなということで５０人

の方に８３歳から１７歳までの年齢層の中から５０人の方にお話を聞いたんですけれど

も、パーセンテージで言えば７０％の方が名前にはこだわらないというご返事でした。も

し、私自身もその募集をかけるのに制限を加えるということには異議、異論がありました

ので、旧町名、もちろん残ってくるとすれば世羅町と甲山町になるだろうなというのは前

段階から思ってましたので、それについてもちろんご意見をお聞きしたのは、甲山町の方

ばかりだったんですけども、甲山町と世羅町について名前のこだわりがあるかどうかとい

うことをお聞きしましたところ、ほとんどの方が別にないということでした。私自身はよ

そから嫁に来た人間ですので、もちろん甲山町に住んでいるんですけれども、ずっと甲山

で生まれて甲山で育った方のような思いというのはございませんでした。私自身も町外、

郡外の親戚に法事等の連絡をするために電話をするときは、いつも三川の荒瀬ですと連絡

したら通じるんですね。旧の三川の方がまだよく通じるんです。ということは、消えてな

くなっててもやっぱり昔の呼び名っていうのは、もう身に染みついて、嫁に来た私でさえ

甲山の荒瀬ですとは言わないんですね。三川の荒瀬ですって電話でこちらを名乗るんです

が。ですから、馴染んできたら別に違和感、よっぽど変な名前でない限り別に名前という

ものにはいまだにやっぱりこだわりというのはないんです。ただ、最近になってやっぱり

世羅といったら花というイメージが私らの年齢層から若い方には世羅は花というイメージ

がやっぱりあるらしいんで、花にちなんだ名前がやっぱりいいんじゃないかなということ

をずっと思ってたんですけど、委員会の方で皆さんのいろんなご意見を聞くうちに、やっ

ぱりそのブランド、世羅ブランドに対する思いというのを聞かせていただいて。大分気持

ちはぐらついたりしたんです。正直言って、まだちょっと決めかねているというか、自分
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の中に固まってないところがあるんで、皆さんのご意見をやっぱりしっかり聞かせていた

だいて決めたいなと、まだ思っております。 

○上本会長 ありがとうございます。 

 いろいろ意見をいただいておりまして、問題はこういう名前をいつの時点で決めていく

のかというのがあるわけですが、先ほどあいさつで申し上げたように、随時随時、継続協

議にしてしまうと、少し後半が窮屈になりつつあるというようなこともありますが、それ

はそれとしての中で、とても今日ここで確認できる状態ではないだろうと。こうして初め

て皆さん方それぞれ思いをおっしゃってくださいましたんで、そのことはございますが、

しかしいつまでもということはできませんので、なかなかそうは言っても今のような状況

の中で１点に絞るのも非常に難しい状況があるんで、するとすれば民主主義では投票とい

うことを先ほども申し上げたということで、そこら辺の考え方はいかがでしょうか。 

 黒木委員。 

○黒木委員 先ほどどなたかもおっしゃったんですが、本当にこんな和やかな意見の交換

の場はないんじゃないかと思うんです。ですから、もうほとんどの方が意見をおっしゃい

ましたし、先ほど荒瀬さんがまだ決めかねていらっしゃるというのも皆さんのやはり同じ

思いのような気もいたします。そうすると、今会長さんがちょっとおっしゃいましたよう

に、やはり投票というところで、しかもこれは明るい雰囲気の中でできるようにご配慮い

ただいて、いやそうは言いながら皆さんの前で字を書くのもいけないんでしょうから、何

か投票の方法を和やかにできるような場作りをしていただいて、そこで決めていったらい

いんじゃないかと。もうその結論には皆さん異論はなかろう、その場で数の多いものへ新

しい町にしましょうと。皆さん新しい町をどうしたらということでございますので、それ

は皆さんが十分納得されておられるところであると思います。 

○上本会長 一度言っておられた意見を、それぞれの意見を聞いて、また再度自分なりに

は考えを決められつつあると思いますが、さらにまだこうした協議を進めていくのがいい

かどうかというところもあわせた中のご発言、もし投票というような方向ということが総

意として確認できるのであれば、その方法をいかにするかという議論をしていきたいとい

うように思いますが。 

 横山委員。 

○横山委員 世羅西の横山です。私の思いから言えば、甲山町がいいと言えば、世羅町が

悪い顔をされる。悪い顔というよりちょっと、世羅町がいいと言えば甲山町の方にまたち
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ょっとしょぼんとした空気が漂うという感じがします。いずれにしても、この５つの中か

ら決めなきゃならんという使命を帯びておりますので、非常にかた苦しく考え過ぎないよ

うに、町名は一たん決まれば３日たてばなれます。ですから、軽い気持ちで決めていった

らいいと思います。私ももう既に心に決しております。ですが、今言うとちょっといけま

せんので、最終的にはやっぱり投票で決めるということが一番和やかな決め方かなと思い

ます。 

 先ほど会長さんが言われたように、投票というのも非常に投票を開票せずにという不思

議な出来事があったという私は直接その場面に遭遇しております。世羅郡の吉川村の分村

のときに、分村か世羅小国の方で一緒になるかと。分村か、分村しないかという投票をや

ったわけですが、投票缶を開けずに、しかも吉川村の役場の回りにムシロ旗を立てて、道

路へセンバビ
・ ・ ・ ・

をたいて投票缶を開けという迫りがあったわけですが、村会で円満に開票せ

ずに円満に分村しようという結論に達しております。これは私のちょうどそのとき役場へ

勤めとったもんですから、心にぐっときております。和やかなうちに開票をせずにやった

というのは私実感をしておりますが、やっぱりここらは、今回は開票をする分の投票でお

願いをしたいと思います。よろしくお願いします。 

○上本会長 石岡委員。 

○石岡委員 石岡でございます。今までいろいろ聞かせていただいたんですが、方法とい

うことで、さっきから投票ということなんですが、皆思いがございますので、それじゃ世

羅町がええか皆手を挙げてくれえと、甲山町がええか挙げてくれえと、この場で挙手で決

めるわけにゃ恐らくいかんだろうと。いうのが、私の家庭の中で女房と２人住んでおるん

ですが、女房は世羅の出身の者で世羅町という名前がいいと言い、私は甲山の生まれだか

ら甲山がいいというような２人おっても１対１でうまくいかないような状態なんで、だか

らもう選挙でされて、さっき言われるような開かずに決めるということはいけんので、開

いた分で公正にやっていただけばいいんじゃないかと、和やかにやればと思います。 

○上本会長 鈴木委員。 

○鈴木委員 多分最後かもわかりません。できれば、今日はちょっと話をすまいかなと思

ようたんですが、小委員会の方に属しておりまして、あそこでいろいろと言いましたの

で、ただやっぱり言うとかにゃいけんかなと思います。 

 私の気持ちとしては、申しわけないんですけれども、甲山町出身ですけれども、あえて

言いますけれども、私は世羅がいいんじゃないかなと思ってます。今まで甲山の人はほと
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んどの人が甲山ですよという話をされましたし、世羅の方は世羅ですよという方が多いか

ったと思いますけれども、郡制がなくなるということはないだろうなという世界があるか

もわかりませんけれども、多分将来的にはちょっと寂しい。多分なくなるんじゃないかと

思います。現に、もう一郡一町になったところ、もう結構ありますし、その中で郡がどう

いうイメージで語られてるかといったら、ほとんど語られないんですね。例えば、福山の

近くに神辺というのがありますけれども、深安郡という地名を使われることはほとんども

うない、多分はがきには書くでしょうけど。と思ってます。あそこはもうほとんど神辺神

辺といいます。ですから、そうしてみると、世羅郡は多分なくなるとすれば、どうしても

惜しいんですね、世羅という名前が。私としては甲山が、世羅がといって、甲山がへえじ

ゃ大事じゃないんかといって、そういうことでなしに、甲山は字名で残りますので、町の

方が甲山ですから、それは残ります。世羅町は全く世羅というついた地名がございません

ので、全くなくなってしまう。してみると、どうしても世羅を残しておきたいなと思っ

て、もう最初から小委員会でも世羅世羅って言っておる一人なんですけれども、甲山の者

が世羅町になったら目新しさというのも出てきますし、そういう意味では新しい町になっ

たなという感じも世羅西と同じような雰囲気では感じられるだろうと思っています。ぜひ

何とか、つけるとすれば私の気持ちとしては、まことにこの甲山の、今日甲山ですから、

たくさんの傍聴者がおられる中で言いにくいんですけれども、世羅の方がいいかなと私は

思っております。 

 できれば、さっき言われたように正々堂々と投票して記名でも結構ですし、できれば２

つに選んでってという方法もいいと思います。最後にはどっちかに、例えば玉を入れる方

法でも結構ですから、和やかなうちにだれがどっちへ入れたよということもはっきりわか

るぐらいのことでやってみちゃっても結構だと思います。 

 以上です。 

○上本会長 はい、いろいろご意見をいただいてございまして、皆さん方のご意見をお聞

きする段階では、一点に絞って町名を決めるのはなかな現時点では難しいということがあ

るようでございますんで、その中でこれからの決め方についてもいろいろご意見賜って、

大方の皆さんのことで投票でということでの取扱いもさせていただくこともご承認いただ

けるとこと思うんですが、もしそういうふうに投票でということになりましたら、改めて

投票による方法等を再度提案させていただいて、その中身を協議させていただいていきた

いというように思いますが、このことについては投票で決めていくということに皆さん方



- 21 - 

のご意見を確認させてよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○上本会長 ありがとうございます。 

 それでは、協議第１１号の２で投票により１作品を選定するとの確認をいただいてござ

いますので、引き続き協議第１１号の３として町名の名称について追加提案をさせていた

だきます。事務局より資料を配付してご説明申し上げます。 

 じゃ、ここで休憩をさせていただきます。 

 ３時５分より再開させていただきます。 

午後 ２時５０分休憩 

午後 ３時０５分再開 

○上本会長 それでは休憩を閉じて再開させていただきます。 

 先ほど追加提案させていただいたことにつきまして、事務局より説明いたします。 

 山口事務局長。 

○山口事務局長 お手元にお配りしました資料に基づきまして説明をさせていただきま

す。 

 協議第１１号の３新町の名称について。 

 新町の名称について提案する。平成１５年８月２５日提出。世羅郡三町合併協議会会長

上本仁志。 

 新町の名称について。 

 新町の名称については、新町名称候補選定小委員会が選定した５作品の中から投票によ

り１作品を選定する。投票による選定方法は、次のとおりとする。 

 １、会長、副会長を除く出席委員全員による単記無記名投票とする。 

 ２、開票の結果、投票総数の過半数を得た作品を新町の名称とする。 

 ３、過半数を得た作品がない場合は、上位２位の作品による決選投票を行う。 

 ４、同数のため、上位２位の作品が３作品以上になった場合は、すべて決戦投票の対象

とする。 

 ５、決選投票の結果、最多得票数を得た作品を新町の名称とする。 

 ６、最多得票数が同数の場合は、会長、副会長を含む出席委員全員により再度決戦投票

を行い、最多得票数を得た作品を新町の名称とする。 

 ７、再度の決戦投票でも決定しない場合は、抽選により決定する。 
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 以上、ご提案申し上げます。 

○上本会長 以上が協議第１１号の３の説明ですが、この投票のありようについて、ご意

見、ご質疑ございますか。 

 投票の手順は、以上のとおりでよろしいでしょうか。異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○上本会長 それでは、投票の手順につきましては、以上においてやらせていただくとい

うことでございますが、もう一点、この確認いただきました投票をいつするかという問題

です。本日は３名の委員さんが欠席ということもございますが、本日でもよろしゅうござ

いますし、次回ということもございます。そこら辺、いかが取り計らわさせていただきま

しょうか。 

 寺田委員。 

○寺田委員 今日決めりゃいいと思います。といいますのは、次回へ送ったところで同じ

ことが言えるんじゃないかと。全員出席するとも限りませんし、それぞれつかえる人は出

てくるんじゃないかということを考えたときに、延ばすよりは今日決めた方がえかろう

と。ましてや、和やかな雰囲気の中でありますので、今日和やかな雰囲気が崩れないうち

に早く決めた方がいいんじゃないかと、このように思います。 

○上本会長 寺田委員さんの考え方もあるようですが、ほかにご意見ございますか。 

 豊田委員。 

○豊田委員 甲山の豊田です。今、提案されたばかりで選挙の方法をね、今提案されたば

かりで、今投票して静かな和やかな雰囲気を壊すようなやり方をしたらずっと名前が泣く

と思うんです、将来。だから、次でも恐らく和やかでしょう。だから、よく考えて今日ご

欠席の方もぜひ次のときには名前の投票がありますよというのをちゃんと告げておけば、

それでも欠席される方もあるかと思いますが、欠席されないように大事なことですよとい

うことで全員参加をしていただいて投票すべきだと、そんなに急いで今日しなければ町が

できないわけでないと思います。 

○上本会長 意見は必ず二通りの意見があるのが常でございます。お二方だけではちょっ

と困りますんで。 

 鈴木委員。 

○鈴木委員 甲山町の鈴木です。投票は、次回にお願いしたいと思います。というのが９

日ですよね、次回は。今からですけど、中を見ますと多分９日というご提案をされるよう
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ですので、それぐらいな日にちはちょっと置かせてもらって、再度ちょっと皆さんじっく

り考えるということで、欠席されておられる方もできるだけ参加してもらえるという条件

もあるわけですけれども。それと、どうしてもやむなく欠席する場合には、選挙のときに

よくある不在者投票じゃないですが、しょっぱなの権利だけは行使させてもらえないかな

と思うんですが、どうなんでしょうか。 

○上本会長 ちょっとそこら辺は難しいかと思います。協議会へ出席して初めて発言でき

るような形になってございますんで、難しいというのが事務局の判断のようでございま

す。 

 それで、先ほど出ましたが、次回の協議会の日程を９月９日に一応あと議案でさせてい

ただくんですが、そういう予定でございます。 

 次回にという言葉が今出ておりますが、いやどうしてもという方がまだいらっしゃいま

すでしょうか、本日。 

 黒木委員。 

○黒木委員 私も次回がいいんじゃないかと思うんですが、先ほどの意見の中で申し上げ

ましたように、和やかな雰囲気の中で投票できるようにということなんで、そこはどのよ

うにお考えなんでしょうか。投票するのにですね。投票用紙に書くのを自分の席で書くの

か、何か別にあって入れるのか。そこらによってまた雰囲気が、傍聴者がおられますでし

ょう。傍聴者がおられるのにこの席で書くということについては問題があるんで、何か投

票所のようなものがあった方が、何か書くところが一定の場所で書いて順次書いていくと

いうところがある方がいいような感じがするんですけども。 

○上本会長 事務局より投票の形態について再度説明させていただきます。 

 ご意見は、公職選挙法にのっとったような投票所というようなところを設置できればと

いうご意見であった。それもあわせて事務局の方からお答えさせていただきます。 

○山口事務局長 黒木委員のご質問にお答えをいたします。 

 事務局の方といいますか、この投票でどういう形で進めていくかということで考えてお

ります中身をご説明をさせていただきたいと思います。 

 まず、投票用紙についてそれぞれ事務局員が皆さんの方へお配りするわけですが、５つ

現在名前があるわけでございまして、その５つの名前に自分がこれだと思うものに最初の

投票では○をつけていただくということで考えております。ですから、記載をしていただ

くと誤字、脱字等があっても困りますので、そういった中で○でこれだと思うものにして
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いただくことで考えております。先ほどご確認いただきました内容で、その結果が過半数

に達してない場合は次の投票用紙をお配りをしていく。あくまでも、この協議会の中で投

票していただくということですし、傍聴人の方もおられる前で皆さんに投票いただくとい

うことで考えております。当然、この委員の中から３名の方に立会人となっていただき、

その適正に処理をしているかどうかということもあわせて確認をいただきながら、この場

で投票をいただくという方法で現在考えておるところでございます。 

 記載台は、それぞれのそこの席で記入をいただきたいというふうには思っております

が、皆さんの方で別な場所で書きたいという、記載をすべきだというご意見がございまし

たら、そういう場所も設けるべきだろうというふうには考えております。ですから、記載

台が必要であれば、そういう記載台も設けますが、現在のところそれぞれの席でご記入を

いただければというふうに考えております。 

○上本会長 おわかりいただけましたでしょうか。 

 記載台が必要ということになりますでしょうか。事務局の方で○だけなんでということ

なんですが。事務局の案でやらせてもらってもよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○上本会長 それでは、投票の手順につきましては以上なんですが、先ほど来ずっとご意

見をいただいてございますんで、本日すぐ投票というのは少しというご意見もあるようで

ございます。欠席者もいらっしゃるということなんで、次回第１２回協議会で投票をさせ

ていただくということのご確認をさせていただきたいと思いますが、それでよろしゅうご

ざいますでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○上本会長 それでは、第１２回協議会の中で投票によって町名の選考に入っていきたい

というように思います。 

 以上でこの案につきましては皆さんありがとうございました。 

 続いて、協議第４９号の条例、規則の取扱いについては、第１０回協議会で提案をして

おりますので、直ちに協議に入ります。 

 委員の皆さんの中から何かご意見ございますでしょうか。 

 条例、規則につきましては、ご意見ございませんでしょうか。 

 黒木委員。 

○黒木委員 第１番の共通して制定されてる内容で差異のない例規ということにつきまし
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ては、国などから示された準則等によって、３町とも整備されているんだろうということ

で、これは問題ないんじゃないかと思うんですが、２番目の内容に差異のあるもの、ある

いは一部の町のみに制定されているものについては、事務事業の調整のもとに新町の事務

の執行に支障のないように整備するというふうにあるんですけれども、合併時に事務がス

ムーズに行われるという意味のようですから、多くのほとんどの例規が町長、職務執行者

によって専決処分をされると、そういう処理の方法になるんじゃないかと思うんです。 

 提案時のご説明の中で、合併協定項目で協議確認がとれたものはそのように整備し、協

議が残っているものについては、今後協議会で確認をしていくというご説明がございまし

た。条例数を見てみますと、甲山町が１４７件、世羅が１６０、世羅西が１４５で、合わ

せて４５２もあるわけです。この条例だけ見ましても、果たして全部が協議されるという

ことは無理なんじゃなかろうかと、日程的に見ても。これは、ここにありますのは、方向

性を示したものであるんじゃなかろうかというふうに考えられますんで、実際のこの条例

等のすり合わせ、新しくつくるものについては、十分慎重にやっていただく必要があるん

じゃないかと、このように思うわけでございます。その点、いかがでございましょうか。 

○上本会長 山口事務局長。 

○山口事務局長 黒木委員のご質問にお答えをいたします。 

 たくさんある条例、規則、そういったものについて十分慎重に進めていっていただきた

いという、こういうご意見でございます。先ほども意見の中で述べられておりましたけど

も、非常に専決処分をしていく項目というのも即時ということでございます。これは本数

的にほとんどが即時という形にもなろうかと思うわけですけども、そういった中で現在そ

れぞれの専門部会等でこの合併協議会で協議、確認をいただきました方向性、内容により

整備をそれぞれ現段階で進めておるところでございます。 

 また、それぞれ事務的に進めるところにつきましても、先ほど黒木委員の言われました

ように、住民の方に迷惑のかからない方向で現在調整を事務段階でしているという状況で

ございます。そういった中で、参考までにお答えをしたいと思いますが、今思っておりま

すのが、全体で７９０本ぐらい例規の整備が必要であろうということで思っております。

そのうち、即時が７２７本、そして暫定が７本、暫次が５６本、こういった形で現在調整

をしてるわけでございますけども、これにさらに必要が生じてくれば、当然今言われまし

たご意見のように、十分調整を図っていくと、こういう形で進めているというものでござ

います。 
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 以上でございます。 

○上本会長 黒木委員、よろしいですか。 

 黒木委員。 

○黒木委員 と申しますと、ここの協議会の場へ今まで随分件数が協議されてきました。

それではその方向でと、こういうふうに決まったものがあるわけですが、この協議会へ出

てない方がまだ多いと思うんです。じゃが、それもそういう形でいくということで、私が

申し上げましたように、方向性をこの協議会で皆さんの意向を確かめるということであっ

て、これからもいろんな問題がたくさん出てくると思うんです。４０項目の協議項目の中

で残っておるものもありましょうし、それに載ってないようなもので建設計画の中で議論

するようなもんもあろうかと思うんですが、必ずしも全部がこの協議会へは出てくるもの

ではないというふうに理解しとかないといけないんでしょうか。 

○上本会長 山口事務局長。 

○山口事務局長 黒木委員の言われますように、すべてがこの協議会の場に出てくるもの

ではないということでとらえていただければというふうに思います。当然、そういった調

整の中身において、この協議会の場で大きな方向性を出していただかなくてはならない協

議項目については、４０項目の協定項目に基づいてその都度この協議会にお諮りをし、そ

れぞれ確認をいただいて一定の方向性を出していただいてきていると、こういう状況でご

ざいまして、その他の部分につきましては、当然それぞれの町の違いの中で事務事業等の

調整の中で当然必要な例規については整備が必要となってございますので、そういったも

のは随時そこで整備を図っていくと、こういう形で進めていくということになりますの

で、冒頭にもご説明しましたが、すべてがこの協議会で確認をされるというものではない

ということでございます。 

○上本会長 他にご意見ございますか。 

 井上委員。 

○井上（忠）委員 差異のないものに関しては３町ですから問題ないと思うんですが、差

異のあるものについて、事務事業等々に支障のないように調整するということなんです

が、調整のあり方ですよね。今までいろんなことでいろんなものを認めてきたわけです

が、認める場合、町民には負担は軽く、利益は大きくという形ですべて確認を通してきた

わけです。調整するんですから、例えば例として甲山、世羅町にはなくて世羅西町にあっ

て、世羅西町と世羅町になくて甲山町にはあるというものを調整をされるわけですね。し
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かも、調整をされたものは、今度は一つの町となっての一つの規則になるわけですから、

調整をしたといっても、事業量からいったら３倍になると、同じ町の条例になるわけです

から。ないものを全部切り捨てるんならなくなるわけですからいいんですけど、調整とい

うことは何らかの形で残すということです。あるものをなくするんではない、残していく

という形になると、結局、調整をすることによって、なかった町にとっては新たな規則が

ふえるわけですね。そういった部分の中での調整というあり方はどのように考えておられ

るのか。そして、将来にわたってやはり３町それぞれの中で差異がある部分はあると思う

んですが、そこら辺の調整、３分の１にしたって今と同じ１の状態になるわけですが、そ

れを２分の１にしたら何らかの形で３町の中ではふえてくるという現実があると思うんで

すが、そこら辺はどのように考えておられますか。 

○上本会長 山口事務局長。 

○山口事務局長 井上委員のご質問にお答えいたします。 

 今のその３町に差異のあるもので新しい町に当然なった場合は、それがなかった場合、

１町しかなかったものが２町に広がって、当然それがふえていくではないかというよう

な、こういったことでありますので、そこら辺の調整はどうなのかと。まさに、その部分

がこの合併協議会の中で非常に住民の方にかかわる大きな方向性のあるものについて、こ

の協議会の場で協議、確認をいただいているところでございます。そういった中で、従来

から委員の皆さんからもご発言がございますように、サービスは高く、負担は低くとい

う、こういった中での影響額等についてはいかがなものかという、こういう議論もこの協

議会の中で重ねて本日に至っているわけでございます。そういった中で、調整をいただき

ましたことをベースに新しい町の例規整備も当然行っていくということでございますの

で、そういった負担の要るところ、そしてサービスを高くして財源の調整等、こういった

ところも全体を視野に入れた中で当然この合併協議会の中で協議、確認されたことが柱と

なって例規整備をしていくというものでございますので、新しい町になれば当然等しく公

平にその決まりに基づいて住民の方にサービスなり、負担をいただく、こういった形で調

整をしていくというものでございます。 

○上本会長 他にご意見ございますか。 

 豊田委員。 

○豊田委員 甲山の豊田です。例えば、公設上下水道企業団を解散して、今度１町でやれ

ば、そこらの規約とか予算等が１３点の中に収められて一括してするようになるわけです
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か。 

 そのほかにもあると思いますが。そこらを整備されると思うんですが、これはどのよう

にされるのか。あるいは、各町によって件数が非常に多い少ないあります。甲山が一番少

ないんですが、できる限り簡略明快にいろんな条例、規則等は整備されていく方がいいと

思うんです。分厚い条例集を持ち歩きするよりも、簡略に済むような方向に検討してもら

いたいと思いますが、そこらはいかがでしょうか。 

○上本会長 山口事務局長。 

○山口事務局長 豊田委員のご質問に対してお答えをいたします。 

 まず、上下水道企業団の取扱い、こういったものについては新町に引き継ぐということ

で一部事務組合等の取扱いでご提案を申し上げ、ご確認をいただいておるところでござい

ます。ここの部分につきましては、当然新町の中の一つの組織として位置づけていくとい

うことでございますので、新町の例規の整備の中でそういった調整をさせていただくとい

うことになります。 

 それともう一点ございました、分厚い例規ということで、そこら辺の編さんに当たって

は十分配慮いただきたいという、こういうご意見でございますが、これにつきましては、

必要なものは必要として、当然明らかに整理をしていかないといけませんので、必要最小

限でできるだけ簡略化できるものについては、簡略化はしていくわけでございますが、行

政というものは一定の決まりの中で運営をしていきます関係上、必要なものは必要に応

じ、やはり整備をしていくということになろうかと思います。しかし、今言われましたよ

うな視点で調整には入っていきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○上本会長 他にご意見ございますか。 

 田丸委員。 

○田丸委員 世羅西の田丸です。ちょっと大まかにたくさんあるんでしょうけど、協議し

なくてはいけないことがたくさんあると思うんですが、今の調整をしていく内容について

いつまでにだれがどういうふうな決め方をされるんかというのをちょっともう少しわかり

やすく教えていただきたいんですが。 

○上本会長 山口事務局長。 

○山口事務局長 合併までに一定の整備が必要だということでございます。だれがいつま

でにどこまでを決定していくのかという、こういうことでございますが、合併協議会の場
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で随時確認をいただくことでございまして、そういった必要のあるものについては、この

協議会の場へ会長が提案し、確認をいただいた。この段階で一定の決まりごとが確認され

たものというふうに思って事務は進めてまいります。 

 最後の最終的なところでございますが、当然この合併協議会で協議された協議項目をベ

ースに合併協定書で皆さんの方に調印をいただいて、確認をいただきましたものをもちま

して、３町のそれぞれの議会で合併議決を最終的にいただくということになると思います

が、一定の整理をしていく上では、その都度合併協議会で協議、確認をいただく中で、早

い段階から取りかからなくてはならないものについては、随時取りかかってその方向で進

めているということで整理をいただければというふうに思います。 

 手続上の問題を言いますと、合併、議決をいただくということで、その段階から合併ま

での間の合併準備期という段階で集中的には整理をしていくことになるというふうになろ

うかとは思っておりますが、先ほど言いましたように、それでは非常に多い例規の数でご

ざいますので、随時必要に応じて合併協議会で確認されれば取りかかっていくという状況

でご理解をいただきたいというふうに思います。 

○上本会長 ほかにご意見ございますか。 

 意見がないようでございますんで、条例、規則の取扱いについては、ご確認をさせてい

ただけたということでよろしゅうございますでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○上本会長 ありがとうございます。 

 それでは、続いて協議第５０号の使用料、手数料等の取扱いについても第１０回協議会

で提案しておりますので、直ちに協議に入ります。 

 協議に入ります前に、一部事務局の方から訂正があるということでございますんで、少

し時間をいただきます。 

○山口事務局長 前回、ご提案申し上げました内容に一部訂正がございますので、訂正を

したもので今回おつけをしております。 

 １６ページでございますけども、住民基本台帳カード交付に係る手数料ということでご

ざいます。これにつきましては、今回の合併協議会までに前回ご提案されて以降、甲山町

議会、世羅町議会にそれぞれ提案をされまして、手数料について改正がされております。

甲山町が１枚５００円、世羅町が１枚５００円、世羅西町については現段階ではまだ１枚

１，９００円ということでございますが、具体的調整内容のところは１枚５００円という
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ことでございます。 

 以上で説明を終わります。 

○上本会長 それでは、これから５０号につきまして、委員の皆さんのご意見を賜りま

す。 

 使用料、手数料につきまして、ご意見ございませんか。 

 黒木委員。 

○黒木委員 ２番目の手数料については、これは問題ないと思うんですけれども、１です

けれども、使用料については原則として現行のとおりとするということで、この前ご質問

しましたら、これは方向性を示すんだということで、類似する施設の利用については、新

町で可能な限り統一するというふうにあるんですけども、これはいつ統一するんでしょう

か。平成１６年１０月に合併をしますが、その時点までに前段は原則として現行のとおり

とするんですから、少なくとも１６年度、それから次が統一されるまでは１７年度も現行

の使用料でいくのか、個々の施設ですから、仮に公営住宅について、その場所とか建築年

度とかということによって、当然差があるわけですから、これは統一はできないんだろう

と思うんで、現行のとおりとし、ただし同一または類似する施設の使用料については、新

町において新しく定めるというふうなことでないとおかしいんではないかというような感

じがするんですけども、それはどうなんでしょうか。 

 現在決まっておるものがそのまま町へいけばいいんで、全く同じようなものであれば統

一して新しく定めるとかいうふうにすべきじゃないんでしょうか。 

○上本会長 山口事務局長。 

○山口事務局長 黒木委員のご意見に対してご説明を申し上げたいと思います。 

 使用料について、ここに提案している中身が、提案内容で新しく新たに定めるべきでは

ないかという、こういうご意見でございますが、これにつきましては、いつをもって統一

をするのかということがご質問の中にありましたので、その点についてまずご説明を申し

上げたいと思います。 

 統一については、合併年度は現行のとおりとし、合併翌年度からそれぞれ内容によって

異なるわけですが、甲山町なり世羅町なり世羅西町の例により統一をするということで、

各使用料については調整を各部会、幹事会においてされております。 

 先ほどありました住宅のところでございますが、ここにつきましては住宅使用料につい

ては現行のとおり新町に引き継ぐということで、それぞれの住宅設置に当たって使用料が
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これは定めてあるわけでございますので、当然住環境、そういったことも使用料の中には

入ってくるわけでございます。そういったところで使用料が定められております。ただ、

住宅の中でも合併処理槽を設置をして、その使用料について各住宅で負担をいただいてる

わけでございますが、これについては、甲山町、世羅西町の例を基本に合併の翌年度から

統一をしようということで、同じ住宅の中でもそれぞれ分けて協議をしてきております。

ここでは、冒頭にも黒木委員の方がおっしゃいましたけども、一定の方向性を示すもので

あり、基本的にはここに提案をしてるように、新町において可能な限り統一をするとい

う、そういう中身で各使用料については調整をしてきているということでご理解をいただ

きたいというふうに思います。 

○上本会長 鈴木委員。 

○鈴木委員 甲山の鈴木です。ちょっと大変申しわけない、知識不足のことをちょっとお

尋ねしますけれども、例えば公共施設を利用する、体育館にしてもいろんなところにして

も、金額がそれぞれ若干違うわけですけれども、新しく例えば合併をする日に公共施設を

使うのに、夜間は別としまして昼の間は無料にするとか、例えば取らにゃいけん根拠が何

かあるのか、それも１，０００円とか５００円とかという非常にどういうんか、それをい

ただいて、そのもので維持費に充てるとか、そういうところに充てるにしては少な過ぎる

金額でもありましょうし、そこらの根拠があるのなら仕方がないんですけれども、ちょっ

と考え方としてどうしても取らにゃいけんもんかどうかということをちょっとお尋ねしま

す。 

○上本会長 今田副幹事長。 

○今田副幹事長 ただいまの質問についてお答えします。 

 まず、使用料を取るべきか取らざるべきかというのは、非常に難しい議論があるように

思っております。特に、公の施設の場合の行政財産と言われるような、例えば児童・生徒

が使う学校のようなものとか、保育所のようなものと、それから公民館のように多くの方

に利用してもらうというものを目的とした施設、そうした中で最近の考え方としては、基

本的には公益性があるんだから広く住民に無料で使ってもらってもいいという考え方も１

点はあるんですけども、やはりそうは申しましても特定の方が利用される場合に、特定な

受益を受けてもらうということになれば一定のご負担をお願いするのが妥当であろうとい

うので、３町それぞれ考え方は若干金額についてはまちまちな点があるんですけども、負

担を願おうという考え方のもとにやっております。 
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 考え方としたら、もちろん負担はゼロで、もしくは商売的なものとか営利を目的とした

場合には料金をもらいますよという条例、設置管理条例のたてりをしたとこもないことは

ないとは思うんですけども、やはり大きな財政負担ということを全体的に考えた場合は、

一定のご負担をお願いするという条例のたてりになっております。特に、今回統合、一つ

の合併するだけでありますので、施設の使用料につきましては、今各町まちまちといいま

すか、例えば時間で料金を設定したもの、回数で設定したもの、それから光熱水費をちょ

うだいするような施設等が、いろいろ若干まちまちといいますか、統一性に欠けていると

いう部分については、合併時、１７年４月以降には統一すべきだろうということで作業を

進めております。 

 以上であります。 

○上本会長 ほかにご意見ございますか。 

 豊田委員。 

○豊田委員 住宅団地の合併処理槽の件ですが、全国的に少子化で問題になっていまし

て、政府も新たな少子化対策を考えているようですが、特に住宅によって人数割、あるい

は基本料金だけのところもありますが、人員割でもそりゃいいと思うんですが、特に少子

化対策のため具体的な調整は考えているんでしょうか。ちょっと手が届くような新しいい

い町にしていただかなけりゃいけんのんじゃないか思うんですよ。１歳、２歳までにトイレ

自分で行くようなことはまずないでしょう。ほとんどおしめ。衛生組合の方へお世話になる

ようなことでね。そこからも合併処理槽のお金を取るというような温かくない町政を、行き

届くようなことにされたらいかがかと思いますが、いかがでしょうか。 

○上本会長 はい、金尾副幹事長。 

○金尾副幹事長 お答えいたします。７ページに町営住宅の合併処理槽のことが出ておりま

す。合併年次は現行どおりということでありますが、合併翌年度からはこの３町の例をもと

に統一をしていくべきだろうというふうに思っております。まだ、その方向性はしっかりと

出ておりませんが、いずれにいたしましても統一をするということでご理解をいただきたい

と思います。今言われましたように、意見も十分配慮しながら取り組んでまいりたいという

ふうに思います。 

○上本会長 他にご意見ございますか。 

 ないようですから、使用料、手数料の取扱いについては以上でご確認いただいたというこ

とで、よろしゅうございますでしょうか。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○上本会長 はい、ありがとうございます。 

 続いて、協議第５１号の特別職の身分の取扱いについても、第１０回協議会で提案して

おりますので、直ちに協議に入らせていただきます。 

 委員の皆さんから、何かご意見ございますでしょうか。 

 申しわけございません。 

 事務局が訂正があるようでございますんで。差しかえ分だということで。お聞き取りく

ださい。 

○山口事務局長 本日、皆さんの方にお配りを、この協議会資料をお送りした後に前回も

訂正をさせていただいた部所が変わっておりませんでしたので、そこの部分を２３ページ

と２５ページにつきましては、世羅西町の広域行政調査員６，５００円という日額で入っ

ております。これを新たに加えております。これは従来からあったわけでございますが、

記載上の中で落ちておりましたので、加えさせていただいたということで、訂正をさせて

いただきたいということであります。 

 以上です。 

○上本会長 訂正部分おわかりいただけましたでしょうか。 

○山口事務局長 ２３ページにつきましては、監査委員の部分が変わって、下の下表の監

査委員の部分で、議会と識見とある、そこの部分の任期の部分が逆になっておりましたの

で、新しく正しいものに変えたもので本日お配りをしているというものでございます。 

○上本会長 ２カ所による差しかえです。 

 それでは、これより５１号につきましてご意見を賜ります。 

 ご意見ございますでしょうか。 

 はい、溝上委員。 

○溝上委員 世羅西の溝上です。これちょっと非常にまあ言いにくいか、聞きにくいこと

を聞くわけですけども。町長、これまで合併を進める中で将来財政が非常に厳しくなると

常にこう住民に説明されてきたわけです。そんな中で、合併を機に行政コストをできるだ

け低く抑えるということが非常に必要になると思います。そこで、この特別職の給与の調

整内容ですけども、これが合併時の給与は世羅町の例によるとなっておるわけです。世羅

郡３町というのはこれは対等合併であって、世羅甲山と世羅町でそんなに給与に大差があ

るようには思えませんけども、やはりその行政コストをできるだけ低くと、サービスを高
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くというこの合併の基本理念によると、やはりこれは１円でも低い方に合わされた方が、

やはり町民の理解が得やすいのではないかと思います。 

 また、これから協議をされるものあるいは新庁建設計画においても、いわゆる行政改革

といいますか、その方向性を示すためにもやはりここは特別管理職がいますところが身を

もって模範を示すということが非常に大事だと思うわけでございますが、いかがなもんで

しょうか。 

○上本会長 じゃ、今田副幹事長。 

○今田副幹事長 それでは、溝上委員さんの方から貴重なご指摘があったわけですが、町

民の皆さんの感情からいいますと、今日の地方財政の状況から見るとご指摘のとおりだと

いうこともあるわけですが、今３町それぞれの首長なり私ども助役なり特別職がいるわけ

ですが、新たに合併しますと従来の例えば９，０００人、それから７，０００人、４，０

００余人の首長よりも責任が若干大きくなるんだろうというふうなことを考慮しながら、

当面の間世羅町さんの例をもって対応していきたい。それからまた、将来の報酬等につき

ましては、新たに報酬審議会委員さんを選任をしてもらって、その中であるべき姿といい

ますか、金額の決定をお願いして慎重に伺っていきたいということで、当面の間という解

釈の方でご理解を賜ればというふうに思っております。 

○上本会長 はい、溝上委員。 

○溝上委員 これ合併したからといって、急に財政がよくなるとか、収入が増えるわけで

はないんですよね。これまで１年近く協議してきた中で、給料の高いと、要するにところ

はいい仕事ができておるということでもないように思いますし、またその町が非常にもう

細かいサービスが行き届いておるということでもないようなんですよね。すると、必ずし

もこれ仕事と給料というのが比例するのかなと、今、これは素朴な疑問です。あるわけで

す。一般論といいますと、すぐれた経営者のおる会社というのは業績がいい。したがっ

て、配当もいいということで。あるいは、仕事のできる社員の人は給料が高い。また、そ

の逆もあるし、非常に腕のいい職人さんは日当も高いし、また仕事も多いわけです。とい

うことは、やはり合併を機に、仕事とそれから給料、こういうものがこれは、町長さん

と、管理職とか職員あるいは臨時職員、パートさん問わずですね、評価を当然町民がしな

きゃならんのでしょうけども、なかなかそれ全部するわけにいかんのですよね。そうする

と、やはり管理職の方がそういう評価をされて仕事をやっていくという、いわゆる民間手

法を取り入れる。そういうことも必要じゃないかと思うんです。 
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 ですから、ここはやはりこれ大差があるわけではございませんので、少なくとも合併時

においては低い方からスタートする。これがやはり住民に対して一つの決意を示すものだ

と、このように思うわけです。是非そういう方向性で調整していただきたいと思います。

決して合併したからといって豊かになるわけではございません。 

○上本会長 はい、今田副幹事長。 

○今田副幹事長 先ほど溝上委員さんからのご指摘の件については、確かに新町、３町が

合併しましても財源が増えたりするということではありません。それから、私どもという

か、町長なりというものは当然合併すれば、４人に、今各町で４人ですから、１２人が４

人になってくると、そうした面では歳出の削減にはつながるわけですが、そうした部分と

それから新町になってからの、それから新町建設計画なり、また新しい町になって仕事を

運用するという場合に、果たして給料を、報酬を下げるんかどうかというのは別な議論で

ございますが、一応私どもいろいろ検討した結果は、一応世羅町さんの例で運用させても

らいたいと。 

 それから、いろいろご指摘のあったように、特別職の部分については４役以外にもたく

さんあるわけでございまして、それから資料の方にありますように嘱託職員さんとか、館

長さん、いろいろな部分でいろいろ３町それぞれ苦労しながらこうした設置条例、条例と

かいう整備をする中で努力をしてきたわけですが、新町になったらやはりそうした全体の

見直し、それから定住促進対策の面からも、できれば若い職員さんの雇用機会の場とか、

全体的に見直しをする必要だということについては、我々は認識をしておりますので、そ

の間の調整については、もう少しの間今回ご提案をしておる方向で、特に今提案をしてお

る点については調整を今後必ずやるということでありますので、ご確認をお願いしたいと

いうふうに思っております。 

○上本会長 溝上委員。 

○溝上委員 より町民といいますか、住民がわかりやすいといいますか、理解がしやすい

方向で調整をしていただきたいと、このように思います。 

○上本会長 調整ができる。 

○今田副幹事長 先ほど言いましたように、今の特別職の報酬等につきましては、報酬審

議会の意見を聞いて定めるという決まりがありますので、ここで幾らにするということに

ついては、当面の問題として提案をしております。 

○上本会長 よろしいですか、それで、溝上委員。 
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 はい、鈴木委員。 

○鈴木委員 甲山の鈴木ですが、今の溝上委員のお話と同じことになるんですけれど、同

じことじゃないんですが、同じところの質問になりますけれど、トータルで見れば年俸と

しては多分期末手当が０．２５ほど違いますから、トータル的にはひょっとしたら世羅西

の方が高いんかなと思います。基本の給料月額については、ひょっとしたら１万５，００

０円ばかりこれでは少なくなってますけれども、期末手当等々見たら、ありますので、似

通った数字じゃないかと思いますので、提案のとおりで私はいいんじゃないかと思って、

提案に賛成をいたします。 

 報酬審議会にやっぱり詳しいことはそこにゆだねにゃいけんことだろうと思いますの

で、当面はそういうところでいかれるのもやむを得ないと思ってます。 

 ３町を代表される町長さんですから、今度は公務が大変増える、多分増えると思いま

す。その点で非常にご心労なりいろいろとあると思いますので、こういう役の方々に対す

る手当はしかるべく払ってあげて、しっかり働いていただくというのが、私はいいんじゃ

ないかと思ってます。それを抑えていくと余りにもイメージがちょっと、イメージという

よりは町の勢いじゃないですけれども、頑張っとるなということはあるかもわかりません

けども、出すところはきちっと出して、しっかり働いていただく。そして、きちっとチェ

ックしていくというのが、私はいいんじゃないかと思ってます。 

○上本会長 今田副幹事長。 

○今田副幹事長 それでは、今の関連といいますか、ご質問、鈴木委員さんからのご質問

で、世羅西町の場合の期末手当が０．２５カ月多いんではなかろうかというふうなことが

ありましたけども、これは甲山町さん、世羅町さんの法制の改正が少し遅れているとうふ

うに私は解釈をしておりまして、大体期末手当というものは一応同じような率で運用させ

てもらっていると思っております。 

○上本会長 寺田委員。 

○寺田委員 私も、どういいますか、一応原則論といいますか、なぜ合併が行われたんか

という目的を達成しないといけないという立場で申し上げたいというように思います。 

 やっぱり少なくとも合併を理由に待遇が改善されるということについては、住民の理解

がなかなか難しいんではないかというように基本的には思っております。やはり内には厳

しく外には優しくというのが、一番今求められておるんじゃないかと思いますと同時に、

平成の大合併の目的の一つにもこのことがなっておるというように、私は理解をしておる
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ところであります。今後も、今日も一緒ですが、やはりその姿勢をお互いに大切にしなが

ら協議を行っていかないと住民の理解がなかなか得られないんじゃないかというように思

います。 

 以上です。 

○上本会長 金尾副幹事長。 

○金尾副幹事長 先ほど世羅西町の今田助役の方から答弁したとおりでありますが、いず

れにしましても、合併時をにらんだ話でございます。あくまでも新町になりましてから報

酬審議会等に諮問してその後を決めていくということでございますので、提案どおりでご

理解を賜りたいというふうに思います。よろしくお願いします。 

○上本会長 他にご意見ございますでしょうか。 

 石岡委員。 

○石岡委員 石岡でございます。ちょっとお聞きするんですが、この公民館長、いろいろ

ある中で公民館長の手当というんですか、報酬というんですか。甲山、世羅町、世羅西と

いうことで、勤務内容が恐らく違うんで、倍、半分ぐらいなあれになっとるんだろうかと

思うんですが、これはそれで当然勤務内容が違えばそのように高くていいわけですが、違

っているんが当たり前ですが、これを是正するということになると、仕事量を減すのか、

給料を減すのか、仕事はそのままで給料だけ減すというわけにはいかないんで、どういう

方法をこりゃとられるんかちょっと、考えておられればお聞きしたいんですが。 

○上本会長 はい、金尾副幹事長。 

○金尾副幹事長 組織機構の中で当然公民館の取扱いについてということで、検討する時

期が参ろうと思います。その中で今のそれぞれの町の公民館における業務がどういった形

であるのかということも議論されると思います。そういった中で、合併後の公民館のあり

方等々の中からこういった報酬の決定をせざるを得ないだろうというふうに思っておりま

す。組織機構の中において公民館としての業務、あるいは人の張りつけ、そういったもの

が決まってくる中で当然報酬等につきましても平行して考えていかなくてはならないだろ

うというふうに思います。 

○上本会長 石岡委員。 

○石岡委員 それは時期的にはいつごろのことですか。 

 １年後もあろうが、５年後でもあろうというようなことがあるかと思いますが、ずるず

るべったりにこのままいって、３町でこれだけ差があるというのは不自然なことが起きて
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こうと思うんですが。１年後ぐらいとか、半年後とかいうようなことがわかれば。 

○上本会長 金尾副幹事長。 

○金尾副幹事長 合併翌年度からはそういった方向で統一をしていきたいというふうに思

っております。 

○上本会長 翌年度。 

○金尾副幹事長 失礼しました。合併時ということでございます。 

○上本会長 はい、横山委員。 

○横山委員 世羅西町の横山です。ちょっと、２５ページの下から何行目ですか。交通指

導員というのが甲山町と世羅町にあるわけでございます。さらに世羅西町にはないわけで

ございますが、先の委員会、この協議事項の中で世羅西が交通推進隊というのがあったわ

けでございますが、これとのすり合わせはどういうふうにお考えになっておられますか。

これは前の報酬の関係でしょうが、世羅西には報酬でないわけでございまして、そこらの

すり合わせをどういうふうにお考えか、お聞かせください。 

 できれば交通指導員さんですね、それの現在のお仕事の内容がわかればお聞かせ願いた

いと思います。 

○上本会長 はい、金尾副幹事長。 

○金尾副幹事長 お答えをいたしたいと思います。 

 交通指導員さんの業務ということでありますが、世羅町における内容について紹介をし

てみたいと思いますが、交通指導員さん、数名の方がおられますけど、交通安全週間等々

は街頭に立って、児童・生徒あるいは一般車両等も含めて交通の指導をされております。

また、世羅町におきましては、交通安全施設であるとかそういったガードレールであると

かカーブミラーであるとか、そういうふうなもろもろの交通安全等に対する協議といいま

すか、会議といいますか、そういったものも設けて町の方へ提案をいただいておるという

ふうなことでございます。 

 取扱いにつきましては、やはり合併時に、ここへ書いておりますように、２０ページに

書いておりますように、引き続き設置の必要のあるものについては、合併時に設置する

と、報酬額については云々というふうにありますので、合併時に定めるということでご理

解を賜りたいと思います。 

○上本会長 はい、横山委員。 

○横山委員 世羅西の取扱いは、先般の協議事項の中で補助、補助ということで確認した
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んじゃなかったかなというふうに思うわけですが、補助団体でね。ですが、今度世羅町と

甲山町は条例委員としての性格を持っております。そうすれば、今後そこらのすり合わせ

をどういうふうにされるか。できればそこらも聞かせていただきたいと思います。 

 全然仕事の内容的に違うて言われればそれでいいですが、ちょっと今お聞きした内容で

は、ほぼそれに近い、世羅西にもそういったことをやっておるんじゃないかと思うわけで

すが、そこらをあわせてご答弁がいただきたいと思いますが。 

○上本会長 宮川部会長。 

○宮川総務企画部会長 総務企画部会長の宮川でございます。今、ご質問にありました補

助金の関係で、各種団体への補助金、交付金等の取扱いというのが７月２３日で確認をし

ていただいておりますけれども、この中で、甲山の場合は地区交通安全会というのがござ

います。それから、世羅西町の場合は世羅西町の交通安全推進隊、これに対して補助金が

出ていると。この調整内容については、独自の補助金等については従来の経緯、実績及び

目的等を考慮し、均衡を保つように調整をしていくということで、前回はそういった調整

内容になっております。 

 交通指導員と申しますのは、先ほど世羅町の金尾助役の方からございましたように、甲

山の場合も交通安全の日、例えば１のつく日ですね、こういった日には街頭指導をしてい

ただくということで、各地区で、甲山には５地区あるわけですけれども、各地区で１名ず

つ出ていただいて、それに町の方が委嘱をしているというような状況で、警察の方の講習

会なんかも参加していただいて、そこで街頭の指導をしていただくというようなことで、

委嘱をしている委員ということになってますんで、ただ、今おっしゃるように内容的に同

じでしたら、これは当然今の先般ご確認をいただきました各種団体の補助金、交付金の取

扱いとあわせて、今後合併時において調整をしていくということになるかと思います。 

○上本会長 はい、横山委員。 

○横山委員 世羅西には、１のつく交通安全日あるいは例の町の行事等々、要請があれば

そういったところへ出て交通指導等をしておるわけです。それを補助団体で扱うというこ

とと、甲山町との絡みですね、交通指導員さんの絡み、内容をよく検討していただいて、

今後お取り計らいをいただきたいと思います。 

 以上、終わります。 

○上本会長 宮川部会長。 

○宮川総務企画部会長 先ほど申しましたように、各地区の、甲山の場合各地区安全会も
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ございます。それから、世羅西の推進隊の中身というのは、それぞれの地区のいろんな交

通の街頭指導だけじゃなしに、その地区の安全面、交通安全面の施設とかそういったこと

に対しても活動されているんじゃないかと思いますので、世羅郡３町の中ではそれぞれい

ろんな名前は違っていても、活動内容に余り差異がないんではないかと思いますので、合

併時においてそこら辺を調整して、同様な取扱いの方向で考えていきたいというふうに思

っております。 

○上本会長 他にご意見ございますか。 

 ないようでしたら、確認をさせていただきたいと思いますが、これにつきましては２点

大まかについてなかなかのご意見がついておることにしておきます。 

 １点は、みずからを律して報酬につきましては住民がしっかり理解できるような方向で

調整を図るようにと、また交通指導員の取扱いについては、内容をよく検討して進めるよ

うにということが大まかについておったと、以上確認して皆さん方の確認がいただけます

でしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○上本会長 はい、ありがとうございました。 

 それでは、特別職の身分の取扱いについては、ご確認いただいたということにさせてい

ただきます。 

 続いて、協議第５２号の学校教育関係の取扱いについても、第１０回協議会で提案して

おりますので、直ちに協議に入ります。 

 委員の皆さんで、このことにつきましてご意見ございますでしょうか。 

 寺田委員。 

○寺田委員 一般会計という、公会計になって給食費についてはいくわけですが、既に現

在滞納等もある給食費の抱えておるところもあると思うんです。これらに対する徴収義務

といいますか、そういったところをどのように考えておられるのか。滞納分を含めて一般

会計へ引き続いて来られるのかどうか、お聞きいたします。 

○上本会長 小池教育長。 

○小池教育長 給食費の関係についてお答えをいたしたいと思います。 

 現在世羅町におきましては、給食は別途会計という形にいたしておりまして、今ご指摘

がございましたように、滞納という形が実際あるわけでございます。これにつきまして

は、この合併時までにはきちんとこの給食会計の中で整理をさせていただいて、そして一
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般会計の方には引き継がないという方向で努力をさせていただきたいとかように思ってお

りますので、どうぞご理解をいただきたいとかように思います。 

○上本会長 よろしいですか。 

 他にご意見ございますでしょうか。 

 黒木委員。 

○黒木委員 学校給食につきましてお尋ねをしたいと思うわけですが、給食費、給食形態

については現行どおり新町に引き継ぎ、１８年度から統一すると、このようにあります

が、大きく２点について意見も申し上げ、お答えもいただければと思います。 

 まず最初は、どのような給食形態に統一されようとなさっておられるのか。資料を見ま

すと、甲山町は火、木、金の３日が米飯持参、弁当持参、世羅町が火、木の２回、世羅西

町は１０日以外は毎日御飯と、こういう３つになっとるわけです。 

 私たちが住みますこの世羅郡は、米の生産地でもありますし、生産者や農業団体の皆さ

んは米の消費拡大に声を大きくしていらっしゃるわけです。保護者として米をどのように

消費しようかとして努力しているのに、米どころのこの世羅郡で学校給食に米を使わない

という手はないと思うわけです。そういうように考えてみますと、世羅西町が今取り組ん

でおられるのが一番いいのではないかと。あわせて、学校給食に地場産の野菜を大いに使

うということは大切なことじゃないかと。子供のうちから米を食べさせる習慣をつけて、

そしてその人たちが大きくなって米を消費し、次の子供に米好きの子供を育てていくとい

うことは、これは一番教育的な観点から考えても大切なことじゃなかろうかと思うわけで

す。合併後に、１年おいて１８年度から検討されるということでございますが、お聞きし

ますと子供はパンか米かというたらパンが好きだと。だから、パンを学校給食に使うんだ

と。ただそれだけのことで米どころでパンを食べていくなんていうのは、いささか問題が

あるんじゃなかろうか。そういうことがございますんで、どのような形で給食形態を整え

ようとしておられるのか、このことが１つでございます。 

 それから、もう一点は、給食調理場のことについてお尋ねいたします。これも３１ペー

ジに資料によりますと給食対象人員が甲山が６６５人、世羅が８８７、世羅西３８２で合

計１，９３４人です。給食日数は、土曜日、日曜日、祝日、夏休みなどの長期休業中を除

くと１年で２００日ぐらいじゃないんでしょうか。１日１回給食をわずか２，０００食足

らずなのに、３町で３０人の調理員がこれにかかわっておられる。調理員の形態がどのよ

うなのかというのは、３町ともで違うと思うんですが、世羅町の給食センターの処理能力
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は１日に１，６００食です。ですから、甲山と世羅は１つの調理上で賄えるわけですね。

処理能力ですよ。ですから、人の数は別としまして。あれこれ考えてみますと、人件費と

か光熱水費とかの維持管理費あるいは原材料費などを見たら、１食当たりどのくらいの経

費がかかるのか。そういうコスト計算をされたことがあるんでしょうか。常勤職員をこう

いう給食センターへ置いて、わずか１日２，０００食の給食を作るというふうなことにつ

いては、まことに非効率的な問題じゃないかと思います。ですから、いわゆる直営方式か

ら外部委託方式を導入などするのがいいんじゃないかという声もちまたから随分聞くわけ

です。 

 さらに、保育所の個別調理の問題につきましても、従来から保育所の設置基準には調理

室を置かなきゃいけないんだということから、個別に給食をやっておられます。世羅町で

は、前から知恵を出しておられて、給食センターで保育所の調理もしておるというふうに

聞いております。先だって新聞を見ておりましたら、政府の中央分権改革推進会議という

のがありますが、国庫補助負担金の軽減に向けた事務事業の見直しの最終報告も出され

て、その中で幼稚園と保育所の一元化問題が載っておりました。そして、保育所の調理施

設の設置義務づけの撤廃が明記されているというふうに新聞で見ました。 

 是非、３町合併を限りに、これらの問題について十分検討していただければと思いま

す。この２点につきまして、今日は教育委員会、教育長さん方３人来ていらっしゃいます

し、３町長さんがおられますので、ご意見をお聞かせいただければと思うわけでございま

す。 

○上本会長 松尾教育長。 

○松尾教育長 黒木委員の質問にお答えをいたします。 

 給食形態のことでございますが、これには大きく形態そのものと米飯給食についての問

いがあっただろうと思います。 

 まず、米の消費拡大に資するためにも米飯給食を取り入れて、給食形態の新たな方向性

を出すべきではないか、どういうような考え方かということでございますが、今後米飯給

食の導入につきましては、まさにご意見のように日本の課題を踏まえ、当世羅郡の実態を

踏まえて考えていかなければならないことであろうと思いますが、しかしながら次の３点

から再考を要する必要性があるんではないかと思います。 

 先ほどもありましたように、第１点は子供にアンケートをとってみますと、小・中とも

米飯給食の方が好きであると、非常に好みもそういう方向性が強い。米飯給食よりもパン
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給食を好むという傾向がございます。実際がございます。このような子供のニーズに対し

て、親の方も米飯を持参させるよりも学校でパンを食べさせた方が合理的で非常に健康的

であるというような考え方が強うございます。したがって、米飯給食の意義は米消費拡大

の側面から理解できるところでございますが、子供や保護者の合意形成にはさらに時間が

かかるもんだと私は思っております。 

 第２点は、給食センターや専門業者から御飯を炊いたり、購入するよりも、パンの方が

コストが安いといった問題もございます。栄養があり、コストが安いということが上げら

れます。このように、コスト計算の点から見まして、パン給食の方が合理的であると考え

られる側面もございます。 

 第３点目は、パン給食を中心とした既存の給食センターの施設設備に新たに米飯給食の

施設を取り入れるとしますと、相当な費用もかかるかと思います。そして、米飯となりま

すと、給食の準備、後始末、今まで以上の時間を要すこともございます。 

 そういう点から見まして、パン給食の方が総体的に見て便利がいいのではないかという

とらえ方を私どもはしております。したがって、今後給食運営委員会の中で時間をかけて

米飯給食を取り入れるかどうか、保護者、子供、給食センター、学校、栄養士等の意見を

聞きながら、時間をかけて論議していかなければならない。すぐさま結論を出して、給食

形態が米飯であるべきだという趣旨はよく理解できるわけでございますが、そういうとこ

ろ、実態を踏まえてやっていかなければならないと思います。 

 給食につきましては、特に実施主体と受益者主体の意見の一致が必要でございますし、

県や国の方向性、地域の実態を踏まえて、十分時間をかけてやっていかなければならない

ということを思っております。 

 第２点目の給食の形態の内容につきましてでございますが、やはりこのパンと御飯の回

数、給食費の違いというようなものが３町において表にありますように違いがございま

す。それぞれの町につきましては、自分の町の給食が一番よい、一番自分の町の形態がい

いといったような考え方がございます。１７年度から統合していくことになりますと、も

ちろん保護者の間でも理解に時間もかかりますし、給食物資の製造業者や納入業者との間

の理解にも時間がかかります。それぞれ考え方が違うわけでございますので、給食形態に

つきましては、給食運営委員会の中で、新たに作られる運営委員会の中で、十分時間をか

けて１７年度以降考えていかなければならないことだと思っております。 

 第３点目のコストの問題が言われました。このコストの計算につきましては、後、所長
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の方から話をしてもらうようにしますが、給食は作ってから食べるまでの時間が約２時間

程度ございます。これは、安全面から考えてのことでございまして、例えば、例えばです

よ、今ある３カ所の給食センターを２カ所にして、十数校及び一部の保育所までのエリア

を時間内で配っていこうとすれば、かなりの時間がかかってまいります。そこらに一つの

問題があります。学校間にあるまとまりがあればよろしいわけですが、郡内の学校はご存

じのようにいろいろな地形の中で時間もそれぞれ違うわけでございますので、なかなかす

ぐさま合理的な考え方によって製造していくということの難しさもあろうかと思います。 

 また、世羅西町の給食センターを除きまして、世羅町や甲山町の給食センター、特に甲

山町の給食センターになりますと老朽化が激しくなってまいっております。そういう点か

ら考えますと、２，０００食から３，０００食を合理的に統合された給食センターの中で

作っていくという一つの難しさも一つは考えられると思います。そういう点で、コストの

点につきましては、後、話をさせていただきますが、２つの給食センターを一つにすると

か、人員の合理化を、そういうことをしますと人員の合理化にもかかわってまいりまし

て、ただ単なる教育委員会サイドの問題として解決することの難しさもあろうと思いま

す。どうかその点で、合理的な経営につきましては、今後の課題として私たちは考えてい

かなければならないと思っております。現状というものを踏まえながら、将来の望ましい

方向性は時間をかけるべきであろうと思います。 

 続いて、給食センターで保育所の給食をというような質問がございましたが、現在、今

日も話がございましたように、幼稚園と保育所の行政の壁、すなわち今まで幼稚園は文科

省が、そして保育所は厚生省の管轄に入っておりまして、指導内容、運営方法にそれぞれ

違いを示しておりましたが、今回の行政改革の一環といたしまして、幼・保一元化によ

り、保育所は特に厚生省の管轄を離れて、教育内容や教育方法、保育時間も今までより弾

力化されるであろうと考えられます。今現在保育所で子供の保育指導の基本精神にのっと

って、保育所で子供に合った給食をそれぞれ作ることが決まりでありますが、そのために

特に保育所には栄養士が、調理員が配置されております。しかし、今まで申し上げました

ように、幼・保一元化によりまして、近い将来給食センターで給食を作り、各保育所では

それを食べるという形態になろうかと思います。そのように、中央の政治の流れ、幼・保

一元化の流れの中で、合理的な発想の中で検討していかなければならない課題であろうと

思います。 

 黒木委員から申されましたことは、適切なる発言でもございますし、時宜を得たことで
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ございますが、十分新しい給食運営委員会の中で時間をかけて幅広く意見を聞きながら協

議をしていかなければならないと思っております。もちろんその背後には給食の受益者で

あります子どもであるとか、保護者であるとか、地域の方であるとか、業者であるとか、

さまざまな意見を配慮しながら、計画的に、意図的に、継続的に審議をしていかなければ

ならないと思っております。 

 以上、３点ほど申し上げました。給食形態につきましては、時間をさらにかけてまいり

たい。コスト計算につきましては、後ほどまた申し上げたいと思います。 

 以上でございます。 

○上本会長 教育文化部会長が補足答弁します。 

○東谷教育文化部会長 教育文化部会長をしております東谷といいます。先ほどの調理場

を１カ所で賄えるんではないかという中のところで、ちょっと調理員の人数等について、

資料として記載しておりますのが、全体を３０名ということになるかと思いますが、この

人数の中には、私ども所長、それから栄養士、それから配送の運転手等も含まれておりま

すので、実際は２１名と、それから世羅西町の場合、午前中勤務をしていただいておる方

がいらっしゃいますので、２１．５という人数というふうになるかと思います。 

 それと、維持管理費のコスト計算というふうなことがございましたが、ちょうど私の方

でちょっと従前に町予算全体を含めてのコスト計算をしたことがあります。ちょうどご指

摘の今の光熱水費と維持管理費の部分についてだけ取り上げて計算をしたものではござい

ませんが、その場合ですと全体の年度のそれぞれの給食センターの事業量というふうなも

のによって、相当１人当たりのコストというのは変化が出てくるようになります。それか

ら、ちょっと人件費部分について、ちょっとコスト計算も試算してみたわけなんですが、

甲山町の場合、正規職員の占める割合が多ゆうございます。それから、世羅町の場合は嘱

託調理員という形での雇用形態になっています。それから、世羅西町の場合は臨時職員さ

んという形になっておりますので、相当１人当たりの経費を比べてみますと、世羅西町と

甲山町を比べた場合は、２倍以上の１人当たりのコストの差というのは当然出てくるよう

になります。 

 それともう一点、教育長が話をしておりました配送に係ることで、２時間ということが

出ていたかと思うんですが、これは一応作ってから食べるまでの時間というものが基準に

よりまして決められておりますので、そこをクリアできるかどうかというところが非常に

課題になってくるのではないかというふうに考えております。 
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 はい、また漏れていたらお答えしたいと思います。 

○上本会長 黒木委員さん。申しわけございませんでした。 

○黒木委員 先ほど松尾教育長さんからご丁寧なご回答をいただいたんですが、要する

に、形態についてはまだ行政としてこれをどのようにしようかということについては、お

考えをお持ちでないようでありますし、給食運営委員会等で、あるいは保護者とか子ども

の意向を聞きながら決めていきたいということのように受け取ったんですけども、やはり

行政をあずかられる立場の方としては、この米をどのように、やはり給食に入れるか、野

菜をどのように使うかというのは、行政が主体的にやって、こういう方向にしようと思う

んだがどんなものかというものがなければいけないんじゃないかと思うんですけども、そ

のことが１つでございます。 

 それは、パンが好きだという子どもがいるんだとおっしゃったんですが、世羅西の場合

はどのような状況で米飯のように、これが、パンは月に１回ということで、子どもたちが

米が好きだというわけですか。世羅西の子どもは米が好きで、甲山と世羅は米よりパンが

いいと。いかがなんでしょうか。世羅西の方がやはりこの実態に合うとるんじゃないか

と。だから、その方に形態をそろえようと思うんだと、ついては保護者の理解を得なきゃ

いけないんで、１８年度までは難しいというんなら話はわかるんですよ。どうも、ですか

ら私が最初にお聞きしましたアンケートの問題についても、やはり世羅郡に住む者として

は、米をどのようにしたらいいかという前提をつけてアンケートをとるぐらいのこの知恵

の出し方をなさらなきゃ。御飯とうどんとパンはどっちがいいですかというような、子供

聞いてですよ、親が朝御飯をろくすっぽ食べさせない親のアンケートを聞いてですよ、そ

れが本当のアンケートなのかどうかということを思うんで、世羅西の今まで取り組まれた

知恵を生かされた方が。そりゃほかの委員さん、どう思われるか知りません。私は、そこ

が大きな課題じゃないかと思う。もちろん戦後学校給食が始まって何十年と続いてきたわ

けですから、この制度を変えていくというのは大変だと思いますが、そういうその過程の

中で弁当持参が週に２日、３日とこう増えてきたわけですから、一遍には変えられないと

思いますが、これも合併を切りにひとついい知恵を出していただければと。町長さん方は

米をどのように売ったらいいかというふうに努力しているのに、教育委員会の方は米を使

わないというのは話が合わないんじゃないんかというふうな気がするんです。まあ、今日

全部お答えをいただくというのはとても無理ですが、そのことを含めて１８年度までには

ひとついい結論を出していただいてですね。そりゃ考えてみりゃ、２，０００食に米が何
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ぼう要るかというたらわずかなもんです。しかし、そのことは大事なんじゃないかと思う

んですよ。もう答えは。 

○今田副幹事長 世羅西の米飯給食について、教育長の方から説明するのは非常に難しい

立場であろうと思うんで、以前からそうしたことの取り組みを進めておる背景的なものを

少しお話させてもらいます。もちろん世羅西も米の消費拡大は、要するに一つの文化とし

て進めていこうという取り組みは以前からずっとされる中で、そういう中では小さいとき

から朝食から御飯を食べてという食習慣として、文化としての位置づけの中で教育として

はどうだろうかと。あと一点は、教育上の配慮の中で少なくとも朝飯を親に食べさせても

らえない、そういう子どもを実際家庭にはあった。いろんな状況ございました。そういう

中で、できるだけ家庭と学校給食とのあり方の中で、じゃ持ち弁方式でやれば親が責任持

って持ってくるんじゃないかというようなことの中で、２つの教育効果をいろんなことの

観点の中からご協議いただいて、施設で米を炊くのでなく、親が御飯を朝炊いて子どもに

持たせるという２つの教育効果、そこら辺でいろんな議論を進めて今日まで続いてきてお

るというようには思っておるところでございます。これ以上の議論を、説明とかなんかい

うのはないわけですが、別段今の状況の中で保護者が別に不安を持っておるということは

ないと思うんで、非常にある意味では教育効果も随分上がってきたんではないか、親と子

の触れ合いという意味合いからしても。そして、地域の文化としてやはり朝食で御飯を食

べるというのは一つの文化として根づけば、そうはいってもこれも消費拡大の生産地とし

ての立場としてもいいんではないかというようなことがあったというように記憶して今日

やっておると思います。 

 以上でございます。 

○上本会長 はい、石岡委員。 

○石岡委員 黒木委員の米飯のあれからいろいろ形態について言ったんで、私はちょっと

その先を行って、もうこの際民間委託ということをやってもらいたいと思うとるわけです

が、各自治体にはこの給食の高くつくということ、がんのような格好になっとります。ほ

とんどのとこが高くついて困っておるというようなことがございまして、これを民間委託

にしたらどのぐらい安くなるかということを計算されたことがあるかどうかわかりません

が、１８年に１カ所に集めて云々というような話があるから、そのことは出ちゃあおらん

と思うんですが、飛び越えてやるという意思があるのかないのか。そうせんと、もうこれ

はすごい金を食う、この職員の数だけ見ても当然わかるんですが。ほんで３つにまとめ
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て、１８年からまとめて給食センターを１カ所にして、改装いろいろする、そのうちに児

童数が減る、そこでまた組合とその給食員をどうするこうするというて、なかなかこれが

難しい、実態としては難しいものがあるんで、もう合併を機に民間委託というあれをして

もらいたいと思うんですが、教育長がどうのこうのということはないんですが、３人立派

な町長がおられるんで、ちょっとどう思われるか意見を聞きたいと思うんです。 

○上本会長 一人一人言わないけんですか。 

 教育委員会と学校給食のあり方につきましては、もっともっと掘り下げてほしいという

のは我々も思いはあるわけですが、教育委員会としても将来方向をしっかりにらんで、そ

の方向で調整をしていただいておると思います。 

 世羅西の場合、少し離れておるんで、運搬には云々あるかと思いますが、施設につきま

しては立派な施設を今整えてございます。調理員につきましては、全部臨時職員で対応し

ておるという状況、これも以前は正職の職員がおったんですが、随時その切りかえをし

て、今日は臨時の職員で対応しておるという状況でございます。 

 小学校が今度一校に統合しますんで、給食の形態もより利便性は図れるのかなという思

いがしてます。これぐらいのところで、あと。 

○石岡委員 それはいいんですが、代表して答えていただければいいんですが、一般的に

給食の、あれが夏休み、冬休み、春休みという折には、長い夏休みには３日ぐらいしか出

ずにおいてあと何しょうるんかというようなあれが、どっこのあれでもあるんです。ここ

にはないかどうか知らんのですが、よく聞く言葉なんで、あの間のあれはどうするんかと

いうようなこともいろいろあって、いろいろな面倒なことがあるんで、民間委託すれば全

部解消するんじゃないかと思って伺ったわけです。 

 以上でございます。 

○上本会長 小池教育長さん、まとめてひとつお願いいたします。 

○小池教育長 給食の関係についてでございますけど、教育委員会としましてやはりこの

民間委託をしまして、そのコストを非常に安く上げていくという、これも一つの学校給食

のあり方というように考えておるわけでございますけど、やはり学校給食というのはやは

り教育の一環であると、こういう受けとめを我々はしておるわけでございまして、やはり

その中で食べる、食という、これをどう子どもたちにやっぱり指導していくかということ

は、非常に大切なことではないかというように思っておるわけでございます。そういう点

で、やはりできるだけコストを下げまして、そして合理的に学校給食をしていくという、
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これは当然我々教育委員会に課せられた大きな責務であろうというように思いますし、今

後ともその方向では努力はしてまいりたいと、かように思っております。 

 実質的に、先ほども出ておりましたように、３６５日のうち実質的には２００日ぐらい

が給食の日数ということになっておるわけでございますので、そういう点で、人件費等も

含めまして、やはりそこらはまた町長部局とも十分に協議をさせていただきながら、どう

いう学校給食のありようが一番望ましいのかということをやはり早急な方向で検討はして

もらいたいと、かように思っておりますので、ひとつ何とぞご理解をいただきたいという

ように思うわけでございます。 

○上本会長 はい、佐藤委員。 

○佐藤委員 甲山町の佐藤です。先ほどからコスト、コストという話がすごくあったんで

すけども、私自身にはまだ子どももおりませんけれども、もし子どもが生まれたときのこ

とを考えた場合に、今大体保育所の子の３人に１人がいろんな食物アレルギーがあったり

とか、今化学物質の敏感症とかもあったりしまして、民間に、これから食べていくものに

関して民間に委託してコスト的に、安くするという方針に進まれると、学校給食が食べれ

ない子というのが増えるんじゃないかという危険性を感じるんですね。だから、給食セン

ターを合併することのコストを考えるよりは、まだ学校を合併した方がまだましなんじゃ

ないかと思えるぐらい、食べるということの方がすごく重要だと思うんですよ。実際、パ

ンにしても、今の子どもたちというのは、自分たち、親の代からすると卵が入っている

か、牛乳が入っているか、それからいろんな添加物が入ってないかどうかというチェック

がすごく必要になってきてるんですね。それなのにコスト、コストって言われたら、今子

どもたち食べれない子が増えるんですよ。だから、是非そんなコストで話しないでほしい

と思います。よろしくお願いします。 

○上本会長 はい、松村委員。 

○松村委員 世羅町の松村委員です。先ほど言われたときに私も思ったんですが、民間委

託ということになってくると、ちょっと子どもたちに、本当に子どもたちのためになる食

事ができるかということを考えたときには、不安な点があると思います。 

 それから、先ほどの米飯給食については、私は本当にやはり子どもたちにはお米を食べ

させたいと思います。で、その食べさせ方なんですが、白い御飯、まあこんなところで言

うのもどうかと思いますが、そういう努力をしてほしいということなんですが、白い御飯

ばっかりじゃなくて、結びにするとか、そういうふうな、今お結びが若い人にすごく受け
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ていますが、そういう形態にされるとか。世羅町に米飯が少ないとかいうのが、パン屋さ

んがあるせいかということもあるかもしれないんですが、そのパンが好きという子どもた

ちに米を使ったパンを作ってもらうとか、そういう努力をしていただきたいと思います。 

○上本会長 松尾教育長。 

○松尾教育長 先ほどからいろいろなご意見が出まして、本当に傾聴に値することだと強

く心で感じております。基本的に、先ほど給食についての基本理念ということを１つ言わ

れましたし、その中で今のお答えもしてみたいと思います。先ほど小池教育長の方からも

話がありましたように、学校給食は学校教育の一環であるということを思います。そこの

中で子どもたちがよりよく生きていく体や精神や態度を身につけていかなけりゃならん、

こういう第１点の理念がございます。 

 第２点は、学校生活において不可欠なものでございます。衣食住の中で子どもたちにと

って食は最も大切なことでございますし、今や戦後の給食の歴史を考えましても、学校生

活に不可欠なものとして定着しているわけであります。それだけに、私どもは教育的意義

を考えて、慎重に子どもたちの声や保護者の声や、さまざまな声を十分配慮してやってい

かなければならないということを思います。もちろん国の方針や地域の実態というものも

考えていかなければなりません。 

 第３点目は、地域の実態等に応じた方法をとっていかなければならないということを思

います。この地域は米作地帯でございまして、まさに子どもたちにとって米というものが

大切なものであるということはわかりますし、野菜も非常に豊富なところでございます。

地産地消の考え方というものをいかに取り入れていくかということも非常に大切なことで

あり、東京都の給食と世羅郡の給食が同じような内容であってはならないということを思

います。 

 第４点目は、先ほど合理化の話が出てまいりましたが、学校給食の質は低下させてはな

らんということを思います。子どもの大切な体を育て、心を育てていく、そういう一つの

教育的な意義があるわけでございますので、そういう点においては十分配慮して考えてい

かなけりゃならない。 

 以上のことを踏まえて、１７年度において十分時間をかけて給食運営委員会の中で検討

し、幅広い意見を吸収しながら、当新町においてふさわしい給食形態を考えていかなけれ

ばならないと、私は強く感じております。 

 以上でございます。 
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○上本会長 はい、新井委員。 

○新井委員 世羅町の新井です。先ほどから教育委員会の方から、学校給食は教育の一環

ということを常に述べておられますが、私は孫がおるんですが、学校から帰ってきて田ん

ぼへ出るとか、米づくり、野菜づくりがどうならということを一切見んのんですが、学校

教育じゃどういうような指導をしょうてんです。そこらが全然できとらあで、学校給食は

教育の一環、一環と言われるんがどうも不思議でならんのんですが、学校から帰ってきて

家の中やこもりゃテレビゲームを見たりなんかする。農業新聞なんか見たら都会の子供ら

は稲作りなんかでも素足で入って、実際体験しょうるとこがあるのに、この田舎で何がそ

れができないんじゃろうか。そこらで教育の一環、一環と言われるんと一致せんのんです

が、そこらはどういうような考えですか。ちょっとそこらをお聞きしたいと。 

○上本会長 松尾教育長。 

○松尾教育長 確かに、一環という言葉を私どもは共通して使いました。教育の一環とい

うのは、一つは給食を通して食事のありがたさというようなものを心で感じたり、健康、

安全についての教育的な意義を理解させたり、さらには給食のマナーについて理解をさせ

るといったような側面がございます。いわゆる心の側面と態度の側面、そういう知行同一

の方向性で指導しているわけでございます。給食の時間はあくまでも教育課程の中に入っ

ておりまして、担任教師が給食指導をやっているわけでございます。 

 しかしながら、先ほどこの農村地帯にありながら、子どもたちが家に帰っても農業とい

うものを理解してないし、体験もしてないということでございます。これはまさに学校教

育の責任もございますが、しかしながら家庭の中でいかに子どもたちに体験させていく

か、そういうことも家庭の中で考えていかなければならない側面でもあるかもしれませ

ん。 

 今、米づくりにつきましては、小学校４年生の社会科の中で米づくりというものが出て

まいります。子どもたちはその中で、これは勉強の形で見に行ったり、自分も実際学校の

実験田で作ったり、そういう体験はしているわけでございますが、世羅郡の実態に応じて

子どもたちが心の底から農業体験をしているという実態は少なかろうと思います。そうい

う面におきましては、学校教育においてさらに体験活動を重視しなければなりませんし、

家庭においてもそういうような位置づけをしながら、世羅郡らしい教育活動は今後展開し

ていかなければならないと思います。 

 教育の一環と申しましたことは、ただ単に態度的な側面ばかりではなくて、食について
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の感謝の気持ちや心を育てていくという、そういう側面の指導を担任教師が日々やってい

るわけでございます。どうかその点のご理解をいただきたいと思います。 

○上本会長 はい、溝上委員。 

○溝上委員 コスト、コストと言ってちょっと申しわけないような気がするんですけど

も、先ほどの説明の中で世羅町は嘱託職員さん、世羅西町は臨時職員、甲山町は町職員さ

んとおっしゃったんですかね。いわゆる人件費まで含めると、倍、半分以上の差があると

いうことなんです。してみると、いわゆる世羅西の臨時職員さんが作った給食はまずいと

いうことでもないわけなんですよね。安いからまずいということでもない。倍の単価がか

かっておるからおいしいということでも、安全だということでもない。となると、これは

どのように調整、恐らく合併されると、片や甲山町の職員さんは非常に高い給料で仕事を

しておる。同じ仕事をするのに世羅西さんは非常に低い賃金で働かされると。これはおか

しいんで、こういうことをわかりやすく、そうしてこれがコストの原点であるということ

をやっぱりもっとわかりいいように説明していただきたいと思うんですが。 

○上本会長 今田副幹事長。 

○今田副幹事長 先ほど今のコストのお話が出て、いろいろなご意見があったようですけ

ども、今、コストと言いましたように、学校給食におけるコストというのは原材料費の問

題で、コストといいますか、料金といいますか、学校給食費が若干異なっているという大

きな問題と、食事として提供するできた料理のコストの問題と食材との問題が、余りちょ

っとごっちゃになっているとこもあるんですが、今の議論として今３町では少し米飯の問

題とパンの問題とか、野菜の供給する部分で若干のコストが違うという議論の中で調整を

する項目と、それから給食の形態そのものを見直して、どういうふうにしていこうかとい

う調整の問題、２つの問題と、それからいろいろ今食材を中心として食に対する安全の考

え方というのがより大切になってきておりますので、ただ正職員が調理をする問題と臨時

職員が調理をする場合の食の中身の問題というのは、まだまだいろいろと検討する余地が

あるかもわかりませんが、そうした全体のコストの見直しというのが、今から行政改革と

いう時点においては当然考慮すべき点だろうというふうに認識をして、教育委員会とも調

整をとってやっていきたいというふうに考えております。 

○上本会長 はい、板東委員。 

○板東委員 世羅町の板東です。お尋ねしたいと思うんですが、滞納額があると、給食に

対して滞納されている、それを合併時までに整理するという話がございました。これ極端
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な話をさせていただくと、ある校区に限っては滞納額ゼロと、ある校区に限っては滞納額

が多いという複雑な問題が入っていると思います。給食費の徴収方法がまずいのではない

かと。金融機関、取扱金融機関、振り込みの金融機関がおかしいんではないかといういろ

んな問題があるかと思うんですが、どういう問題を持たれているか。 

 私たちの世代というのは、もう最初から給食で大きくなっています。米飯給食のとき楽

しくて、楽しくてしょうがなかったんです。パン１個じゃ足りないんで、御飯を大盛りに

して持っていって食べてたと。もったいないから必ず弁当箱は空にして帰るということを

私の世代はやってます。食に応じた弁当、量を持っていけるというのが楽しくてしょうが

なかったんですが、子どもを持っている世代として１つ提案させていただきたいと思いま

す。できれば弁当にしていただきたいと。米飯、米を持っていくことをお願いしたいと。

その子に合った食生活もできると思いますし、動きもできるかと思います。パンよりも米

を、ファーストフードよりもスローフーズ、米で育てていきたいなと思ってますので、で

きればご検討をお願いします。 

 まあ、滞納額については、各教育長さん、把握されていると思いますんで、できればご

検討なり、発言をお願いしたいと思います。 

○上本会長 小池教育長。 

○小池教育長 給食費の滞納ということについて、お答えをしたいと思います。 

 今、委員さんの方からご指摘がありましたように、地域によってこの滞納額というのは

かなり大きな差がございまして、ほとんどない地域もございますし、滞納があるという地

域もあるわけでございます、実態といたしまして。やはりこれの徴収ということに、給食

費の徴収ということについても一つは問題があるというように思っておるわけでございま

す。やはり、私、世羅町でございますけど、世羅町の場合、やはりこの振り込みという方

法で徴収というようなことになって滞納が増えたというようなことも聞いておるわけでご

ざいまして、やはりこの徴収のあり方ということもやはり考えていかなくてはいけないと

いうふうに今思っておるとこでございまして、といいましてもやはりこの滞納ということ

はあってはならないことでございますので、校長を通しまして全額徴収という方向で取り

組んでまいりたいと、かように思っておりますので、よろしくお願いをしたいと、かよう

に思います。 

○上本会長 はい。いろいろ意見をいただいてございますが、各町の町長がおるんで、一

人一人というご意見もございましたが、あえてそういうことをしなかったというのはいろ
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いろございますが、かなり調整項目が多ゆうございますんで、即発言も難しい。それでも

また各議会の中でおいて合併までいろんな議論をしていただいて、皆さん方のおっしゃっ

ております内容を踏まえた中で議論も深まって、教育委員会との調整も進んでいくんだと

いうように思いますんで、ご理解を賜ればと思います。 

 さらに踏み込んでのご意見ございますでしょうか。 

 はい、藤井委員。 

○藤井委員 藤井でございます。３番の項の遠距離通学の助成制度、これを合併年度は３

町がそれぞれ継承して、合併翌年度というふうに言われておるんですが、合併年度といい

ますと１６年１０月ということで、翌年の３月が１６年の終わりということで、合併して

６カ月間ですね。１７年４月からは新しく甲山町、世羅町の例を参考に新たに定めるとい

うふうに説明をされておるわけですが、その定め方、どういうような機関でそれを審議さ

れてご決定になるのかということですが。まあ、時代とともにもちろん変わっていくとい

うのが世の中の常であるわけですが、世羅町におきまして中学校を町全体で１つというこ

とで議論が随分なされまして、これ確か条例を制定したはずです。町条例で通学の援助を

するということを決めておるわけですが、学区ども変わったり、新しく中学校がどういう

ふうに学区を定めてやるということになれば、当然その助成制度も平行して変わってくる

だろうとは思うんですが、全然学区は変わっていない。それから、通学の状態がどうなの

かといえば、むしろ当時よりは悪くなっておる。というのはどういうことかというと、交

通量が大変多くなっておる。道路整備は、歩道はあるところとないところがある。そうい

ったことを考えて、バスの便はどうなのかといえば、非常に少なくなっている。むしろ当

時よりもバスの便は少なくなっている。そういった中で、簡単に新町ができて６カ月ほど

したら新たに定めるというようなことでいいのかなという感じがしております。というの

は、世羅町にそういう制定をしましてから後に２回ぐらい、ちょうど私も行政審議会の委

員をしておるときに教育長が提案されまして、友近町長の時代だったときに猛烈な反論が

出まして、町長も一緒になってこがん提案することがあるかというて、いうようなことも

起きたことがございます。それは、私もその場に審議会の委員としておったわけですが。

そういった意味のものをどういう、まあ合併したんだから新しく協議して決めるんだとい

う、言えばそれで結構だというふうな考え方もあるだろうと思うんですけれども、合併を

機にいろんなことを考えながら新しく物を決めていくということは結構ですけれども、経

過、どういうわけでこういうぐあいになったか。例えば１２キロも１３キロもあるところ
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から、非常に現代は少子化でたった一人が夜暗くなってもじゃ自転車で帰らせていいのか

という問題もございます。交通量の問題もございます。いろんなことを考えて、こりゃ非

常に軽率というていいか、もちろん軽率じゃないわけでしょうが、非常に慎重に審議なさ

るわけでしょうが、合併後６カ月たった後にどういう決め方で通学制度についてのお考え

があるのか、その点をお尋ねしたいと思います。 

○上本会長 金尾副幹事長。 

○金尾副幹事長 お答えしたいと思います。 

 通学助成につきましては、先ほど藤井委員さんが申されましたとおり、各町ともいろい

ろな経過があってのことだろうと思います。この調整内容では、合併年度は３町の制度を

継承しということで、翌年度から甲山町、世羅町の例を参考に新たに定めるということで

ありますが、今いただきました意見等を十分に取り入れて、こういった決定がなされなけ

ればならないというふうに思います。 

 先ほども紹介がございましたように、世羅町におきまして過去に改正をしようしたとき

の経緯等も私もお聞きしておりますので、そういった事情が、決定の場面でそういったこ

とが報告できるようなところも必要ではなかろうかと思います。いずれにしましても、こ

の問題は非常に大きな問題であるというふうに私はとらえております。 

 中学校３年間ということで、今中学校に通っている、特に保護者の立場に立った場合、

今の保護者でこのことを決定することにはならんというのが出てくるであろうと思いま

す。後々の、今小学校へ通っている子どもたちの保護者の方等の意見も必要なのかもしれ

ません。そういったことも踏まえて、合併後の、新たに定めていきたいという気持ちであ

ります。 

○上本会長 黒木委員。 

○黒木委員 遠距離通学の補助金の問題、補助制度の問題でございますが、今藤井委員さ

んの方からお話がございましたが、私はちょっと若干考えが違うんですけども、甲山中学

校は４３年４月に合併しましたからもう３５年経過してます。それから、世羅中の場合は

４６年４月に一遍統合しましたけども、いろいろ問題があって、再度統合したのが５２年

４月です。これからもう既に２６年経過している。で、世羅西の場合は世羅西とつながっ

ておるが、その後合併をしております。それで、学校統合というのは非常な難しい問題だ

ということは皆さんよくご存じのとおりでございますが、政治的な配慮もするということ

があって、今見ますと世羅町が非常に手厚い制度を適応しておるのは事実だと思います。
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それから、難しかったということもあって、その辺の事情はよくわかるんですけども、そ

の今の状況を見ますと、この前の説明では、甲山町に合わせたら世羅町分が２，１００万

円の減になる。それから、もし世羅町に合わせたら甲山町、世羅西町の影響分はプラス

２，０００万円だと、こういうお話でございました。これもコスト、コストというて申し

わけなんですけども、まずどのように調整をなさろうとするのか。恐らく今までのパター

ンでいけば、一番手厚い世羅町のパターンにそろえられるとすれば、現在全然補助制度を

適応してない世羅西にも適用されるでしょうし、さらにヘルメットの補助など全部適応し

ていくということになると、先ほど申しますように２，０００万円の増になると。果たし

て、この制度を今の時点で高い方へそろえるのがいいのかどうか。世羅西町は来年４月小

学校を統合されます。この小学校を統合されることについて、スクールバスを運行される

のかどうか、よく聞いておりませんけども、恐らくこれから甲山も世羅も小学校の児童減

に伴う統合というのは避けて通れないだろうと思います。そのときに世羅西町の統合のこ

とが一つの経験になりますでしょうし。ですから、むしろ中学校はこの際通学費の補助を

一切やめると。そうはいいましても、先ほど藤井委員さんのお話がありましたいろんな経

緯がありますんで、そうはいかないだろうと思いますので、統合した時点では少なくとも

凍結すると、凍結しておいて、もうちょっとじっくり考えて縮小、廃止をすると。そのこ

とによって２，０００万円の、甲山にそろえると２，０００万円減ということですから、

その１，０００万円か２，０００万円か３，０００万円になるか知りませんが、それをほ

かの教育的な、あれですね、充実に使っていただけた方がいいんじゃないかと。子ども

は、中学校の生徒は自転車で通うことが、当たり前じゃないんでしょうかね、少なくと

も。喜んで通うんじゃないかと思うんです。私の子どもが中学校統合するときに、自転車

で行くというたら喜んで行くんですよね。自転車に乗ることが。あのことを思えば、交通

量は多くなりましたでしょうが、道ははるかによくなっております。中学校なんかで果た

してバスを使うことがいいのかどうかというふうなこともありますし、だからそういう意

味において、十分その中身を検討されて、それまでは現状で据え置いて、それから将来的

な展望としては縮小、廃止へ向けていくというふうなのが、いいんじゃないかというふう

に思うわけでございます。 

○上本会長 金尾副幹事長。 

○金尾副幹事長 具体的に２，０００万円というような金額も出たわけでありますが、世

羅町といたしましても、この件につきましてはバス会社さん等とのご協力によりまして、
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７００万円ばかりでありますけど減になると、来年度から減になるであろうというふうに

思っております。これは定期バスというんですかね、そういったものに振りかえていくと

いうふうなことで、そういった努力はしておるところでございます。いうふうな努力をし

ておるということを申し上げさせていただきたいと思います。 

 また、世羅町の児童・生徒の状況を見ますと、バスをおりてからまた数キロ通わなくて

はならない。自転車であるいは徒歩でというような状況であります。ですから、バスをお

りてから、あるいはバスに乗るまでの間が非常に遠距離であるといった子どももおります

ので、そういったところも慎重な対応が必要であろうと思っております。 

○上本会長 ほかに。これについてでもいいですから、ありませんか。 

 はい、黒木委員。 

○黒木委員 先ほどもあったんですけど、甲山町、世羅町の例を参考に新たに定めるとい

うたら、まだこれ決まってないわけ。決まってないけども、この条項については協議会で

オーケーしてくれということですか。 

○上本会長 はい、山口事務局長。 

○山口事務局長 黒木委員のご質問にお答えをいたします。 

 ここに上げておりますように、甲山町、世羅町の例を参考に新たに定めるということで

ございますので、当然協議会のこの場で出た委員の皆さんのご意見等も当然踏まえた中

で、関係をしている当然保護者なり学校の関係者、こういった方々を中心としてご意見等

を聞きながらこの補助制度というものについては参考、あくまで参考にして定めていくと

いうもので、ここにご提案をしているということでございます。ですから、甲山町の例で

いくとか、世羅町の例で明らかに示したものではなく、この両町にある例を参考にこれか

ら新たに定めるということでご理解いただきたいと思います。 

○上本会長 ですから、今まで申し上げたように、このままで確認させていただくと文面

のとおりの取扱いになりますが、いろんな意見が出ておる中で、これでは納得できないと

いうことになれば、確認ができないということになっていく問題だというように思いま

す。 

 いかがさせていただきましょうか。 

 いろいろご意見はいただいて、はい、溝上委員。 

○溝上委員 これは世羅町、甲山町の例を参考にと、世羅西は例にはならないという。 

○上本会長 世羅西は支給しておりませんので。 
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○溝上委員 そのことは参考にはしないということですか。 

○上本会長 そのとおりのことをを示しておるんだと思います。 

○溝上委員 そうですか。よくわかりません。 

○上本会長 黒木委員。 

○黒木委員 いや、溝上委員がおっしゃるとおりだろうと思うんです。ですから、世羅西

町には今まで何にもないけれども、今度は必ず通学費の補助が出るということになろうと

思うんです。 

○上本会長 このままで行けば、そのような取扱いになると思います。 

○黒木委員 だから、これを確認しますと、必ず通学費は、３町というんか、新しい町の

中学生には何かの補助金が出ると、中学生の保護者ですね、保護者に、というふうに理解

を。 

○上本会長 そのとおりの確認事項でございます。 

○黒木委員 ああ、そうですか。 

○上本会長 荒瀬委員。 

○荒瀬委員 今まで協議してきた内容の中で、敬老金なんかは高い方へ合わせるというこ

とで、すっと今まですべてそういうお答えでした。不利にならないように。合併によって

不利にならないように。必ずこの答えが質問の中でそちらの方から返ってきたんですけ

ど。今までの流れの中でいきますと、当然一番いい内容の中に合わすという提案があって

いいような気がするんですけども、これがそうなってないということの、私はその前のと

きと今の分と考え方の違いというのがわからないんですけれども、それについて事務局の

方からどういう基準でその判断をされているのかということについて、ちょっと教えてい

ただきたいと思うんですけれど。 

○上本会長 山口事務局長。 

○山口事務局長 荒瀬委員のご質問にお答えをいたします。 

 ここでの調整の基準でございますが、先ほど荒瀬委員も言われましたように、合併協議

の大きな調整方向ということでは、従来からサービスは高く、負担は低くというこういっ

た形での協議調整でご提案申し上げてきたところでございますけども、先ほど黒木委員の

発言にもありましたが、影響額が非常に多ゆうございます。影響額が多いといいますの

は、甲山町の例でいった場合、世羅町の例でいった場合との影響額を計算しますと、約

２，０００万円の増と、２，０００万円の減、といいますと４，０００万円から影響額が
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あるわけでございます。この制度そのものは従来からその町の合併といいますか、学校統

合によりその当時の地域の方々のご意見等を踏まえながら制度が構築されてきたという経

過がこの補助制度にはあるわけでございます。そういった中で、どこの制度にとってもそ

れなりの過程があって決まった制度であるということは、一つ言えるであろうということ

はございます。しかし、先ほど申しましたように４，０００万円からの影響額があるもの

について、それではどこの例でということをご提案するということは、４，０００万円が

例えば１０年いけば４億円という、こういった影響額が出てくるわけでございます。した

がって、両町にある制度を、そしてこの補助制度を作ることにより一定の統合に理解をい

ただいた過程を大切にする中で、一定の制度を新たに定めていくということの方向性でこ

こにご提案をしているということでご理解をいただきたいというふうに思います。 

○上本会長 荒瀬委員。 

○荒瀬委員 ちょっと理解ができないんですけれども、金額で４，０００万円ということ

はまずちょっと私には理解ができません。その補助金が出ている目的がどの程度その人に

とって必要であるかということが基準であると言われればわかりますけれども、影響額が

大きいからという、そういう回答ではちょっと納得できないんですけれど。 

○上本会長 山口事務局長。 

○山口事務局長 ここで私がご説明申し上げていることは、あくまでもサービスは高く、

負担は低くという合併協議を進める上での基本線から、なぜこのことについてサービスの

高い世羅町の例ということでの提案にならないのかというのがもう一方では当然議論され

るべきことだろうと思います。といいますのも、荒瀬委員の言われますように、その制度

そのものによってサービスを受けている側のサイドで当然考えられるべきことであろうと

いうこともあるわけです。がしかし、その一方では同じ補助制度でありながらそこに従来

やっている制度との差が、影響額というものも当然これも考慮に入れながら、今までも提

案をしてきているとこであるということもあるわけです。といいますのが、影響額が大き

いからこの分については高い方に合わせないとか、そういうことではなくて、影響額が多

い分、それだけ住民サービスにとっても大きな影響がある、そういう制度だという位置づ

けの中で、新町においてやはりそういった両町の制度をにらみながら、どういう制度が望

ましいのかということも踏まえて、新しい新たに定めると、参考にしながら定めていこう

と。当然、それでは新町においていろんな方々のご意見を聞きながら定めましょうと。先

ほど来からあるように、世羅西町にはこういった制度はございませんが、世羅西中学校へ
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通う、通学区域にある子どもたちにも同じような制度を適用することによってやっていこ

うという方向性で、今回提案をしているということでございます。 

○上本会長 はい、荒瀬委員。 

○荒瀬委員 今のご説明をいただければ納得できるんですけれども、もっとトータル的

に、一回一回提案されるものが一項目、一項目で上がってくるから仕方がないんでしょう

けれども、必要であるものと、必要でないものはないんでしょうけれども、必要の度合い

の高いものですね、そういうもの、そういうときにそういうことの説明があってれば私も

ここでこういう発言をする必要はないわけですけれども。ただ、ご回答いただきますとき

に、金額が高い方へ不利にならないようにというご回答が必ずあってきているもんですか

ら、じゃこれはなぜ、私が、まあ私今こういう対象になる子どもはおりませんけれども、

実際中学校へ自転車で通ってまして、ひどいときは４回ぐらいパンクをして修理を出す必

要があったりして、これがあれば本当は親御さんは助かると思うんですよね。ですから、

それを扱い的に、私にとっては敬老金をいただくよりはこれの方が大事なもののような気

がいたしましたので、先ほどのような質問をさせていただきました。 

○上本会長 はい、黒木委員。 

○黒木委員 最初に私が申し上げましたのは、甲山中学校は合併してもう３５年もたっと

るんですよ。それから、いろいろ問題がありました世羅町も２６年たっとんです。それ

で、もうこの制度そのものについて見直す時期が来ているんじゃないか。したがって、甲

山にしても、世羅にしても、これに合わせるとすれば、そこでまたその制度が決まったら

これを将来検討し直すということは非常に難しいだろうと。だから、むしろ今のまま据え

置いて、その間に本質の議論をして、されたらどうでしょうかと。今後小学校の統合等に

ついても影響を及ぼしますでしょうし、本来のあり方はどうだろうかという検討をされた

方がいいんじゃないかというふうに思うんです。 

 以上でございます。 

○上本会長 ほかにありますか。 

 はい、今田副幹事長。 

○今田副幹事長 それで今の遠距離通学の問題ですが、私どもも今小学校統合を進めてい

ますけども、大変統合というのは困難な問題を持っております。先ほど黒木委員さんご指

摘いただいた、例えば小学校を統合して３０年たっても２６年たっても、やはり遠いとこ

ろは遠いんだろうというふうに思いますし、だから新町になって今周辺地域が寂れていく
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よというふうな不安の中へある中では、今回提案しているのは世羅町さんの例、それから

甲山町さんの例をベースと言わずに、それを参考にしながらどういうふうなものがあった

らいいかということを検討するんで、必ずしも世羅町さんの例に準ずるということではな

いというふうに認識をしております。 

 それから、世羅町さんにおいても、条例事項としてのこの通学費を設けておられる大き

ないきさつがあったんだろうとは思います。今後こうした合併問題については、大きく言

えば、一定の見直しも必要な時期は当然あるんだろうとは思いますけども、合併したから

距離が短くなったんではないという部分で、今幹事会の方でもいろいろと今後総合的なバ

ス対策等々も検討せざるを得ないというふうな問題もありますけども、そうした点での世

羅町さん、甲山町さんを参考にしながら調整をするというのが案でございます。 

○上本会長 はい、真野委員。 

 ごめんなさい。ちょっと順番から井上委員さんの方が先で。いいですか。 

 はい、じゃ許可いただきましたんで。 

○真野委員 済みません。世羅町の真野です。先ほど言われたように、本当に２６年たっ

ても条件は変わっておりません。ですから、確かに金額を見れば十分見直しを考えなけれ

ばいけないでしょうが、地域の理解が得られるように、十分な話し合い、意見を求められ

た上で解決していただきたいと思います。 

 確かに、予算上難しいとか、影響額が大きいと言われますが、今助成をいただいている

家庭もこれを助成がなしになりますと大変な影響額で、通学できなくなるような子ができ

ないように、教育の環境の状況を整えていただくという面でもよく考えていただいて、検

討していただきたいと思います。 

○上本会長 山口事務局長がお答えしますので。 

○山口事務局長 両者のこういうご意見がございます。ここにご提案申し上げている大き

な方向性について、いま一度私の方で説明をさせていただくということでお答えをさせて

いただきたいと思うわけですけども、まず合併をしてこの両町にある制度をどう取扱うか

ということが一つの大きな柱になろうかと思います。世羅西町さんにはないわけですか

ら、ある両町に、甲山町と世羅町にあるわけですから、この制度をどう取扱っていくかと

いうことがございます。この制度、そこでこの制度を続けるのか、続けないのかが次のこ

とになろうかと思います。で、ここで確認をいただきたいのは、こういう補助制度につい

て続けるべきであるということをまず確認いただくということと、あわせて統一をしてい
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くと、２つある制度を統一をするんだということの大きなこういう方向性の中で、提案を

しているというものです。したがって、甲山町、世羅町の例を参考に新たに定めるという

のは、この補助制度については引き続いて新町でも行いますよと、しかし内容については

参考にして、新町で新たに定めますよという、統一をしますよという中身で提案をしてい

るということでご理解いただければいいんではないかなというふうに思います。 

 以上です。 

○上本会長 井上委員。 

○井上委員 まあ時間も大変過ぎておるんですが、要するに今のを聞いてまして、世羅西

町、私世羅西町ですからそういう制度全然なしなんですね。なしでやってきてます。立地

的には決して甲山、世羅と比較して大変すばらしいとは思ってません。だけどやってま

す。ただ、この制度、両町の部分を調整しながら新町に引き継ぐんですから、世羅西町に

とっては大変ありがたいといいますか、ゼロだったものが１，０００円なり２，０００円

なりいただくんですから、結構なことではあると思います。だけど、過去において行政が

そういった、こういった住民に対しては非常に優しいといいましょうか、手厚い制度を作

ることによって、将来において非常に負担になる部分が結構あるんですね。世羅西町の中

にもありました。やはりこういうことが起こってきた時点というのは、統廃合等々が絡ん

でくると非常にこういったことが浮上してくる。そこでは条件になってしまう。条件をつ

けて賛成、反対になる。その結果がこうなんです。多分。歴史は知りません。だけど、今

になってこうやって町村合併という事態を迎えたときに、例えばじゃ皆さん世羅西町にだ

けこの制度があって、世羅、甲山になかったらどう考えてくれますか。それと一緒なんで

すよ。 

 だから、やはり制度を見直すときには本当に慎重に考えてほしい。プラス・マイナス

２，０００万円。だけど、なかったらそれ以上要らんのですよ。世羅西町に全部合わせた

ら、プラス・マイナス２，０００万円どころじゃないと思います。だけど、この制度を継

承していったら、多分プラス２，０００万円になったり、マイナス２，０００万円になっ

たり、世羅西分が増えるんですからまだまだ変動はあると思うんです。だから、そういっ

た金であって、未来永劫に世羅郡が引き継ぐ制度だから慎重に考えてほしい。だけど、過

去においてはそれぞれの地域によって物すごい戦いがあったはずです。この金額に関して

も。それも尊重しなくてはならない。だけど時代の変化を一緒に考えなくちゃいけない。

だけど、今の会長が提案しているのは、これは新町になってから新しい議会で決まるんで
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すよ。新しい町長の中で決定していくことなんですよ。だから、方向性だけを今言ってる

んですね。だと思います。すべて事務局もそうだと思います。この中で決定したら大変な

ことになると思います。あるいは世羅町の制度に合わせなさいって、この中で決めたらこ

れもまた大変なことです。甲山町の制度に合わせなさい、世羅西の制度に合わせなさいと

いっても大変なことになると思うんで、ただそういった方向で進めますよ、今執行部とい

いますか会長が出しているのは、廃止はしないですよ、この制度は継承しますよ、形はど

うなるかわかりません、その形については新たな町で新たな町長と議会とで決めてくださ

いということですよ。方向だけだと思うんで、そのときに、例えば私が思っているのは、

この法定協が執行部に対してお願いしておくことは、慎重に考えて金額とかいろんな方法

については制定をしてほしい。一たん誤ると将来、未来永劫にわたって非常に難しくなると

思います。それは必ず住民が絡んでますから。行政の負担部分を削減しなさいどうこうって

いうのは執行部とけんかすればすぐできるんですが、住民の皆さんが絡んでくると大変なこ

とになる。今まで調整します、サービスは高く負担は低くってやった部分も、将来の議会が

皆すべて見直しをしなくちゃいけない。それはすべて住民の皆さんに返ってきますよ、たち

まちの出発点では一番楽な方法でしていきましょう、予算は多く要りますよっていうのは皆

さん全部わかってるでしょう。その中で合併に向けて確認だけをしておると思ってます。だ

から、今事務局が言ってるのは方向だけであって、会長が確認と言ったりしてるが、その方

向性だけであって、予算が幾ら、何がどうこうっていうことは未知数だと思います。そこは

僕らが理解してこの確認をしていかなくちゃならない、それで意見を付議するとこがあった

らしっかり意見を付議していって方向を間違わないようにしなくちゃならないというのが主

だと思いますので、ひとつ、私が答弁することはないんですが、だと思ってます。 

○上本会長 はい、黒木委員。 

○黒木委員 今の井上委員さんのご認識ですと、新しい町長が決めるのならここへ縛りをつ

けて新しい町長へ任せることはないんです。だから、新年度において定めるとこういうふう

に決めてありゃええんで、というふうに私は理解するんですがね。ですから、統合までにこ

のことは決めるんだというふうに理解するんですが。どちらですか。先ほど井上委員が…

…。 

○黒木委員 いや、新町長が決めるんでなくて、もう新町長は、形の上じゃあ確かに職務執

行者が決めるんですが、それまでに案はできとるということでしょ。いやいや、合併年度は

今のままですが、新年度からは甲山町、世羅町の例によるという縛りをかけて新町長さんが
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決めるんですよ。新町長さんはゼロという決め方はできないんです。というふうに理解する

んですがね。 

○上本会長 山口事務局長。 

○山口事務局長 黒木委員のご質問にお答えをいたします。 

 この制度についての大きな方向性をこの協議会へ出していただきたいということで、先ほ

ども説明しましたけども、この制度については、こういう補助制度については新町において

も引き続いてしましょうという方向性が１点、それで内容についてはあくまでも今ある制

度、甲山町、世羅町には制度があるわけですから、この制度にはいろんな思いがあってこの

制度がそれぞれの町で制定され、今まで実施されてきたという経過があるわけです。したが

って、その制度を参考にして新しい町長のもとで新しい町議会のもとでご決定をいただきま

しょうと、合併翌年度に新たに定めるというものです。ですから、内容については町長の方

で、新町長なり新町の議会の中で十分ご審議いただき定めていかれるという一定の方向性を

ここでは出してると、引き続いてこの制度はやりましょうという方向は合併と同時に当然引

き続いていきましょうという方向性の確認をお願いしたいという提案でございます。 

○上本会長 ご理解いただけましたでしょうか。 

 黒木委員。 

○黒木委員 今までの確認事項とそこちょっと違うんじゃないですかね。今までの確認事項

ですが、合併年度は承継し、それについて新年度からは統一する、何々の例によりというこ

とになっとるわけですよ、今まで。今度は甲山町、世羅町の例を参考に新たに定めるという

たら、いやちょっと具体的にその時期のずれですけども、１０月１日に統合しますね。そし

たら、１０月分の通学費の補助出すでしょう。それはどうやって出すんですか、ほいじゃ。

９月までに決めとかないけないんでしょ。 

○上本会長 山口事務局長。 

○黒木委員 ああ、ごめんなさい、ごめんなさい、翌年度ですね。ごめんなさい、それは３

月まで出るんですね。しかし、新町長さんが新しい議会へ諮って決めるというふうにおっし

ゃいましたね。今までのパターンもそうなんですか。いや、よくわからないんですがね、今

までのパターンも合併年度は従前の例による、それから新年度から翌年度からするというの

は１０月に職務執行者が出られて、そこでほとんど、先ほどの説明もありましたが、ほとん

どの案件については町長さんが専決処分されるわけでしょう、職務執行者が。ですから、そ

のときには条例ができてるわけですよね。したがって、合併年度まで、ここも合併する９月
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３０日までには全部決めておいて、そして新しい町長さんが決めるというのは議会へ諮って

じゃなしに、専決処分するんじゃないんですか。違うんですか。 

○上本会長 山口事務局長。 

○山口事務局長 黒木委員のご意見ですけども、若干違いがございます。 

 まず、整理をいただきたいのは、合併年度が３町の制度を承継しということになりますの

で、これは暫定で両町にある制度を暫定施行という形で引き継ぎます。したがって、世羅町

地域、甲山町地域についてはこの制度は合併年度末の暫定ということで施行をすることにな

ります。その間に新しい町の町長が一定の両町の制度を参考にこういう補助制度で望ましい

のではないかという案を作成をし、新町の議会に条例という形で提案をされればそのことに

よってその新町の議会が議決をいただくという、こういう運びになろうかと。したがって、

その議決をいただいた中身において合併翌年度の予算の中でその補助制度の予算額が計上さ

れていくと、こういう形になろうかと思います。 

 以上でございます。 

○上本会長 いいですか。わかりました。 

 後藤委員。 

○後藤委員 世羅町の後藤でございます。私も世羅町の外れに住んでおるわけですが、やは

りこのときに、中学校の新しい統合のときに真ん中へ置くという議論もあったんですよね。

そこへ決まっとったら今回のようないろんな問題はなかったと思いますが、事情があって端

へ決まりました。これのことについて歴史的に考えても大きな損失だったんではないんかな

あという感覚はしますが、現実として合併しても中学校の位置は近づかないわけですよね。

環境の違いの中で各町で別にされますけど、世羅の地区には世羅中学校があってこういう状

況であると、環境全く変わらないうちに助成金、あのときの住民運動といいますか、相当な

もんがありまして、おさまっていることを期待しますけど、このことがこれからの問題に大

きく影響するような可能性もないとも限らないと思います。だから、これ、この協議の中で

決まって、最終的に結論が出るより、やはり新町なりで住民の意見も聞きながら慎重な検討

されて、納得できる解決方法をとっていただかないと、この問題、補助制度のない中心に置

かれたとかということは正しい判断だったと思いますが、世羅町、現実としてこういう事情

が残っておるわけですよね。そのこともやはり考えてあげたいと思います。 

○上本会長 ちょっと意味合いがよくとれないんですが、即確認は難しいということなんで

しょうか。 
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○後藤委員 このことで確認、即新しい制度になっていくということでは、だから住民の納

得いく方法を議論された後に決定をしていただきたいということです。 

○上本会長 中身はこれでいいけど、確認は必要ですよということでしょ。それは当然ある

と思います。 

 整理して山口事務局長が答弁します。 

○山口事務局長 後藤委員のご発言でございますが、お聞きをしておりますと、この内容で

確認でいいと、ただ後藤委員の発言では新町において合併年度はこの３町の制度は引き継い

でいるんだが、その間に十分にご意見等を踏まえて新しい町の制度としてこの制度を設けて

いただくということのご意見であったようにお聞きをしておりましたが、そういうことで考

え方としてはこの制度を引き続いてやっていくということと、統一した制度を設けるという

ことの提案内容であるということでご理解いただきたいというふうに思います。 

○上本会長 大分慎重にご議論いただいてございますが、確認作業に入らせていただきま

しょうか、継続ということにさせていただきましょうか、どちらにしましょうか。もう議

論は尽くしたという、大体おおむね了解できたということの方で確認作業に入らせてもら

っても、はい。いろいろ慎重にご議論いただいて、協議第５２号につきましてもいろいろ

提案をされた、ご意見を賜りましたことを我々も受けとめて、このことについて確認をさ

せていただきたいと、以上提案どおりでということでございます。よろしゅうございまし

ょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○上本会長 はい、ありがとうございました。 

 それでは、少し時間をとりましたが、ちょっと時間経過しましたので、ここで６時１５

分まで１０分間休憩させていただきます。 

午後 ６時０５分休憩 

午後 ６時１５分再開 

○上本会長 失礼いたします。それでは、休憩を閉じて再開させていただきます。 

 続いて、協議第５３号の第１２回世羅郡三町合併協議会の日程について事務局より説明

いたします。 

○山口事務局長 資料３３ページをお開きください。 

 協議第５３号第１２回世羅郡三町合併協議会の日程について。 

 第１２回世羅郡三町合併協議会の日程について提案する。平成１５年８月２５日提出。
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世羅郡三町合併協議会会長上本仁志。 

 第１２回世羅郡三町合併協議会の日程について。第１２回世羅郡三町合併協議会は次の

とおり開催する。 

 日時、平成１５年９月９日火曜日午後１時３０分。 

 場所、せら文化センターでございます。 

 この提案は、冒頭会長のごあいさつにもございましたが、協議事項の内容が多い、一定

程度十分協議いただくことも多くなっておりますし、一度に提案することよりも分けて提

案し、十分協議をいただくということで９月については通常水曜日、第４水曜日というこ

とであるわけでございますが、９月９日を提案をさせていただいております。 

 以上です。 

○上本会長 以上が協議第５３号の説明でございます。 

 日程につきましてご質問、ご意見ございますでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○上本会長 ありがとうございます。 

 それでは、第１２回世羅郡三町合併協議会の日程につきましては、以上のとおり確認い

ただいたということにさせていただきます。ありがとうございました。 

 続いて、次第３（３）の提案事項に移ります。 

 提案事項につきましては、本日は提案内容の説明と質疑のみを行い、協議、決定は次回

の協議会に行っていただくことになります。 

 それでは、協議第３９号の２保健衛生の取扱い（その２）について事務局より説明いた

します。 

○山口事務局長 資料３４ページをお開きください。 

 保健衛生の取扱い（その２）について。 

 保健衛生の取扱い（その２）について提案する。平成１５年８月２５日提出。世羅郡三

町合併協議会会長上本仁志。 

 保健衛生の取扱い（その２）について。 

 １、ごみ収集処理関係について。 

 （１）として、ごみ収集処理関係の情勢については、合併年度は３町の取扱いを承継

し、合併翌年度から次のとおりとする。 

 １、ごみ収集ステーション設置補助については、世羅町の例により実施する。 
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 ２、ごみ奨励金については、地域活動助成金として再編整備し合併翌年度末をもって廃

止する。 

 ２、指定ごみ袋については、１５リッター、３０リッター、４５リッターとし、料金に

ついては３町の例による。 

 ３、一斉美化活動については、世羅町の例により実施する。 

 ２、下排水処理関係について。 

 下排水処理関係の助成については、合併年度は３町の取扱いを承継し、合併翌年度から

次のとおりとする。 

 （１）下排水路の掃除補助については、地域活動助成金として再編整備し、合併年度末

をもって廃止する。 

 （２）合併処理浄化槽設置に対する助成については甲山町の例による。 

 という提案内容でございます。 

 資料３６ページはごみ処理関係の調整内容でございます。ごみ処理関係助成について

は、３町で実施しておりますが、ごらんのとおり３町に違いがございます。 

 不燃ごみ収集ステーション設置補助については、甲山町にはございません。世羅町と世

羅西町で実施されていますが、補助額に違いがございます。 

 可燃ごみ収集ステーション設置補助については、甲山町にはございませんが世羅町と世

羅西町が同額の補助額で実施しております。 

 ごみ奨励金については甲山町においてごみの分別収集の普及を図ることから奨励金が交

付されております。ここでの調整はごみ処理関係の助成については合併年度は３町の取り

扱いを承継し、合併翌年度からごみ収集ステーション設置補助については１カ所５万円の

世羅町の例により実施するものとし、ごみ奨励金については後ほどご提案します地域活動

の取り扱いで地域活動助成金を再編整備することで対応することから、合併年度末をもっ

て廃止するという案でございます。 

 不燃ごみ、可燃ごみの収集ステーション設置補助の調整による影響額は約６０万円でご

ざいます。 

 指定ごみ袋については、甲山町と世羅町では違いがございません。が、世羅西町におい

て１５リッターの５０円があります。４５リッターがそのかわりございません。ここでの

調整は指定ごみ袋については住民の利便性を考慮し、１５リッター、３０リッター、４５

リッターとし料金については３町の例によるという案でございます。 
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 一斉美化活動については、甲山町では河川清掃が６月に、世羅町は環境美化の日を９月

第１日曜日とし、条例を設けて取り組んでいますが、世羅西町にはございません。ここで

の調整は一斉美化活動については、条例のある世羅町の例により実施するという案でござ

います。 

 続いて、３７ページは下排水処理関係の調整内容でございます。 

 下排水路の掃除補助については、世羅町において実施されておりますが、甲山町、世羅

西町にはございません。ここでの調整は後ほどご提案します地域活動等の取り扱いで地域

活動助成金を再編整備することで対応することから、合併年度末をもって廃止するという

案でございます。 

 続いて、合併処理浄化槽設置に対する助成については、世羅町と世羅西町は同額で実施

しておりますが、甲山町と違いがございます。ここでの調整は、水質、浄化等による環境

保全の上で合併処理浄化槽の普及を図る観点から、補助額の高い甲山町の例によるという

案でございます。この合併処理浄化槽設置整備事業の調整による影響額は、約１，２００

万円となります。 

 以上で提案説明を終わります。 

○上本会長 以上が協議第３９号の２の説明ですが、これにつきまして質問があります

か。 

 鈴木委員。 

○鈴木委員 甲山町の鈴木ですが、下排水処理等関係のところでちょっと教えてくださ

い。 

 １０人以上の補助限度額のところが、甲山町９０万６，０００円ですけども、世羅町、

世羅西町なしというのは、かかっただけ補助しますよということですか。 

○上本会長 金尾副幹事長。 

○金尾副幹事長 世羅町の場合でありますけど、限度額を設けてないと。ですから、１０

人槽までしかないという取り方をしていただければと思います。 

○上本会長 世羅町も世羅西町も同じという考えです。よろしいですか。 

○鈴木委員 ですから、１０人槽以上のものについてはなしということですね、補助はな

しと。 

○上本会長 他に質問がございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○上本会長 ないようですから、協議第３９号の２の保健衛生の取扱い（その２）につき

ましては、次回協議会で協議、決定をしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 それでは次に、提案事項、協議第５４号社会教育関係の取扱いについて、事務局より説

明いたします。 

○山口事務局長 資料３８ページをお開きください。 

 協議第５４号社会教育関係の取扱いについて。 

 社会教育関係の取扱いについて提案する。平成１５年８月２５日提出。世羅郡三町合併

協議会会長上本仁志。 

 社会教育関係の取扱いについて。 

 社会教育については、町民が生涯をとおして生きがいを持って生活できるよう、いつで

もだれでもどこでも自由に学習機会が得られるよう生涯学習推進体制の整備と充実を図

る。 

 １、社会教育関係事業について。 

 （１）社会教育における各種行事、生涯学習講座及び文化事業については、引き続き振

興を図り効果的な運営が行われるよう新町において調整する。 

 （２）社会教育委員については、新町において新たに設置する。 

 ２、公民館について。 

 （１）公民館の運営体制等については、公民館を地域における学習・交流の拠点とし

て、地域に根ざした活動が一層展開できるよう新町において統一する。 

 （２）公民館運営審議会については、合併時に廃止する。 

 （３）公民館事業については、現行のとおりと新町に引き継ぐ。内容等については、効

率よく実施するため新町において調整する。 

 ３、体育関係事業について。 

 （１）体育関係事業については、引き続き振興を図り、効率的な運営が行われるよう、

新町において調整する。 

 （２）体育指導委員については、新町において新たに設置する。 

 （３）スポーツ振興審議会については、新町において新たに設置する。 

 ４、文化、図書館事業について。 

 （１）指定文化財については、現行のとおり新町に引き継ぐ。 

 （２）文化財保護委員会については、新町において新たに設置する。 
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 （３）図書館の運営等については、住民の利便性を考慮し、新町において調整する。 

 という提案でございます。 

 資料４０ページは、社会教育関係の調整内容でございます。社会教育関係事業について

は、４０ページから４３ページまで、３町の事業を掲載しております。社会教育総務に関

すること、生涯学習推進に関することなどに分類し、３町の状況を掲載しております。ご

らんいただきますように、各種社会教育関係事業を実施しているということであります。

ここでの調整は、これらの社会教育における各種行事、生涯学習講座及び文化事業につい

ては引き続き振興を図り効果的な運営が行われるよう新町において調整するという案でご

ざいます。 

 ４３ページの社会教育委員については、ごらんのとおり定数と任期を掲載しておりま

す。定数については、３町に違いがございます。ここでの調整は、社会教育委員について

は新町において新たに設置するという案でございます。 

 続いて、資料４４ページは、公民館関係の調整内容でございます。公民館については、

ごらんのとおり３町にございます。公民館は、財産及び債務の取り扱いで既にご確認いた

だきましたように、公の施設として新町に引き継ぐこととなります。公民館運営体制につ

いては、職員体制を３町掲載しております。ごらんのとおり３町に違いがございます。こ

こでの調整は、地域において社会教育を推進する上で公民館の運営体制等については、公

民館を地域における学習交流の拠点として地域に根差した活動が一層展開できるよう新町

において統一するという案でございます。 

 続いて、公民館運営審議会については、世羅町にありますが、これについては社会教育

法の改正により公民館に公民館運営審議会を置くことができるという、公用できる規定と

なっており、社会教育委員会において公民館活動等も含め社会教育全般について総合的に

審議していただくことから、ここでの調整は公民館運営審議会については合併時に廃止す

るという、こういう案でございます。 

 続いて、資料４５ページから４８ページまでは公民館関係事業を掲載しております。 

 ４５ページは社会教育講座事業、４６ページは公民館教室講座を、４７ページから４８

ページまでは各種事業を掲載しております。ごらんのとおり３町とも公民館事業を現在行

っており、ここでの調整は公民館事業については現行のとおり新町に引き継ぐ、内容等に

ついては効率よく実施するため、新町において調整するという案でございます。 

 続いて、４９ページから５０ページは、体育関係事業についての調整内容でございま
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す。 

 ４９ページをごらんください。 

 体育関係事業については各町県民大会予選会を初め各種体育事業を行っております。こ

こでの調整は、体育関係事業については引き続き振興を図り効率的な運営が行われるよう

新町において調整するという案でございます。 

 続いて、５０ページをごらんください。 

 体育指導委員については、定数、現数、任期で掲載しております。スポーツ振興法第１

９条の規定に基づき体育指導員を設置しておりますが、ごらんのとおり３町に違いがござ

います。ここでの調整は、体育指導員については新町において新たに設置するという案で

ございます。 

 続いて、スポーツ振興審議会については、スポーツ振興法第１８条に基づき甲山町、世

羅町に設置してありますが、世羅西町にはございません。ここでの調整は、スポーツ振興

審議会についてはスポーツ振興を図る上でスポーツ振興に関しご審議いただくことが重要

であることから、新町において新たに設置するという案でございます。 

 続いて、５１ページは、文化、図書館についての調整内容でございます。文化財につい

ては、国指定、県指定、町指定のものを件数で掲載しております。ごらんのようにたくさ

んの文化財がございます。ここでの調整は、これら指定文化財については現行のとおり新

町に引き継ぐという案でございます。続いて、文化財保護委員会については、文化財の指

定、保護及び活用に関し意見具申や調査研究をいただいており、３町にございます。ここ

での調整は、文化財保護委員会については新町において新たに設置するという案でござい

ます。 

 続いて、図書館については、設置年、蔵書数などを掲載しております。利用時間、休館

日に違いがございます。ここでの調整は、現在ある３町の図書館の蔵書の適正配置や利用

時間など図書館の運営等については住民の利便性を考慮し、新町において調整するという

案でございます。 

 以上で提案説明を終わります。 

○上本会長 以上が協議第５４号の説明でございます。このことについて質問があります

か。 

 黒木委員。 

○黒木委員 ２番の公民館についてでございますが、２番の２番、公民館運営審議会につ
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いては合併時に廃止するというふうなお話でございましたが、おっしゃるとおりこれは必

置条件でないんで任意に設置するということなんですが、今現在世羅町へできて、それか

らスポーツ振興審議会、これもおっしゃるとおり任意設置なんですよね。それから、文化

財保護委員会、これも市町村の場合任意設置なんです。この３つとも任意設置であって、

それぞれ重要な役割を果たすのに、公民館の運営審議会だけはどうして廃止するんでしょ

う。あ、今日は質問はいけんのでした。意見は。どうして廃止、先ほどおっしゃった理由

はちょっとよくわからないんですがね、この３つとも重要なんで。特に公民館のあり方等

については、非常に現行の形態も違いますし、それから各官庁が運営審議会へ諮問をする

という、この社会教育法の２９条に規定してあることは非常に重要なことだと思うんです

けれども、なぜここだけ廃止するのか、ちょっと理由がよくわかりかねるんですが。 

○上本会長 久保社会教育課長。 

○久保社会教育課長 お答えをいたしたいと思います。 

 教育文化部の社会教育幹事の久保と申します。 

 先ほどの公民館運営審議会をなぜ廃止するのかということでございますが、社会教育法

で設置義務がなくなったということでございまして、その後の対応にいたしましてはそれ

ぞれ公民館運営協議会とか委員会、それは各公民館で設置していただけるものというふう

に思っておりますが、総枠の大きな部分、公民館の運営審議に当たる部分、これにつきま

しては社会教育委員さんを新しく設置するということで、この社会教育委員さんの会議の

場でこの公民館の運営も預かっていただくことができるというふうに考えておりまして、

以前も社会教育委員、それから公民館運営審議会の委員さん、それぞれ同じ方々が兼ねら

れておるという状況もございましたので、そのような形で進めたいという考え方のもとに

廃止をしたいというふうに思っております。 

○上本会長 他に質問がございますか。 

 鈴木委員。 

○鈴木委員 済みません。社会教育委員さんのところの、ほかにもあるんですけれども、

解決策としては新町においては新たに設置する、新町において新たに設置するということ

になっておりますけれども、人数がそれぞれ３町あるわけですけれども、新しい町になら

れたときには人数というのは何か根拠になる規定、これだけは置かにゃいけんよという数

字があるんですか。 

○久保社会教育課長 お答えをしたいというふうに思いますが、ちょっと根拠になる規定
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というのはちょっとないというふうに思ってます。 

○鈴木委員 それでは、新しく作られる場合には、設置される場合には、例えば足せば４

０になるんです、４０、単純に足せば。３町足せば４０名の方がおられるわけですけれど

も、当然それは以内というふうに理解してよろしいですか。 

○上本会長 久保社会教育課長。 

○久保社会教育課長 お答えをいたします。 

 トータルで４０名になるわけでございますが、全部の委員さんを、現在おられる委員さ

んをそのまま数だけ移行するというふうなことではなくて、新たに人口対比、それから地

域性、そういったいろんな形の中で人数が制定をされてこようというふうに思っておりま

す。 

○上本会長 よろしいですか。 

 豊田委員。 

○豊田委員 ４４ページで、公民館の運営体制ですが、学習交流の拠点として地域の皆さ

んが一層展開できるように統一するということですが、甲山町の場合は職員が１名もいな

いわけですが、この文面を理解すれば職員も張りつけて今以上にやるというように受け取

りたいのですが、そこの確認はどんなでしょうか。 

 そして、もしそうなった場合、一層その活動が展開できるということですが、現状より

どういう面が活発になるのか、全般的な面から言って、甲山町は職員がいないという点、

もう一つは全体的に一層活発になるというのはどういうところを主に指して言えるのです

か。 

○上本会長 今田副幹事長。 

○今田副幹事長 豊田委員さんの方からご質問のありました公民館の体制、特に今回提案

を申し上げておるのが人的体制につきましては、現在新町の組織という分野で検討をして

おります。ご質問がありましたように、そうしたことも考慮しながら進めておりますけれ

ども、３町それぞれ変わった体制で公民館の運営をしておりますので、もうしばらく新町

の組織とあわせて検討して提案を申し上げたいというふうに考えております。 

○上本会長 他に質問がございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○上本会長 ないようですから、協議第５４号の社会教育関係の取扱いについては、次回

の協議会で協議決定をしたいというように思います。よろしくお願いいたします。 
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 それでは次に、提案事項協議第５５号地域活動等の取扱いについて、事務局より説明い

たします。 

○山口事務局長 資料５２ページをお開きください。 

 協議第５５号地域活動等の取扱いについて。 

 地域活動等の取扱いについて提案する。平成１５年８月２５日提出。世羅郡三町合併協

議会会長上本仁志。 

 地域活動等の取扱いについて。 

 地域活動等については、新町において住民自治活動が円滑に推進できるよう次のとおり

支援する。 

 １、文書配布組織については、現行のとおり新町に引き継ぐ。また、文書配布に関する

手当については、合併年度は現行のとおり新町に引き継ぎ、合併翌年度から甲山町の例を

基本に統一する。 

 ２、地区コミュニティ補助金及び振興区活動補助金については、合併年度は現行のとお

り新町に引き継ぎ、合併翌年度から世羅西町の例を基本に地域活動助成金として再編整備

する。また、地域活動に関する手当については、合併年度は現行のとおり新町に引き継

ぎ、合併翌年度から世羅西町の例を基本に統一する。 

 ３、ごみ奨励金、下排水路の掃除補助金及びふるさとづくり補助金については、合併年

度は現行のとおり新町に引き継ぎ、合併翌年度から地域活動助成金として再編整備し、合

併年度末をもって廃止する。 

 ４、コミュニティ推進協議連絡会補助金及びコミュニティづくり推進協議会補助金につ

いては、合併年度は現行のとおり新町に引き継ぎ、合併翌年度から甲山町の例を基本に統

一する。 

 ５、コミュニティ施設整備補助金及び地域集会施設整備補助金については、合併年度は

現行のとおり新町に引き継ぎ、合併翌年度から世羅町の例を基本に統一する。 

 ６、地域づくり補助金については、合併年度は現行のとおり新町に引き継ぎ、合併翌年

度から世羅西町の例を参考に統一するという提案でございます。 

 ５４ページは文書配布及び手当に関する調整内容でございます。 

 文書配布組織としては、甲山町は隣組における月番１８７組、世羅町は行政区２０２

区、世羅西町は振興区６０区がございまして、それぞれ自治組織ができており、この組織

にお願いし行政関係の文書配布をお願いしているところであります。１行政区当たりの世
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帯数については、最小、最大、平均で掲載しておりますのでごらんいただきたいと思いま

す。ここでの調整は、従来からある住民自治組織として組織されていることから、文書配

布組織については現行のとおり新町に引き継ぐという案でございます。 

 続いて、区長及び月番などへの手当については、甲山町、世羅町においては行政の文書

配布をいただくことから、月番、区長謝金として文書配布手当を報償費として支出をして

おります。世羅西町は文書配布手当や地域活動に関する手当、これは振興区内の行政的な

諸活動の協議や調整などの取りまとめの意義を持っており、振興区長手当として委託料で

支出をされております。甲山町、世羅町にはこの地域活動に関する手当はございません。

このように、３町に違いがございます。 

 ３町の支払い金額はごらんのとおりです。ここでの調整は、文書配布に関する手当につ

いては、合併年度は現行のとおり新町に引き継ぎ、合併翌年度から甲山町の例を基本に統

一するという案でございます。 

 地域活動に関する手当については、合併年度は現行のとおり新町に引き継ぎ、合併翌年

度から行政的な諸活動の取りまとめ手当としている世羅西町の例を基本に統一するとい

う、こういう案でございます。支払い金額については、平成１５年度予算で掲載をしてお

ります。 

 行政配布物の配布方法については、甲山町では月番を通じて配布しており、世羅町は区

長などを通じて配布、世羅西町も同じように配布していただいておりますが、年間通じて

同じ人にお願いしているというものでございます。 

 その他事項には、隣組や行政区、振興区に加入していない方が各町これだけおられると

いうことであります。 

 ５５ページから５７ページは、地域活動各種助成の調整内容でございます。ここでの調

整は、３町がそれぞれ地域活動に対して同様の目的を持ってそれぞれの助成事業を新町に

おいてどう取り扱うかということで調整をしております。 

 ５５ページをごらんください。 

 甲山町において地区コミュニティ補助金、世羅西町に振興区活動補助金がございます。

地区コミュニティ補助金については、大字単位にある１１のコミュニティ組織に交付がさ

れております。振興区活動補助金は、振興区内の生涯学習活動やコミュニティ活動などの

経費を一部補助することにより振興区活動の活性化を図る目的で交付がされております。

ここでの調整は、合併翌年度は現行のとおり新町に引き継ぎ、合併翌年度から世羅西町の
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例を基本に地域活動助成金として再編整備するという案でございます。 

 続いて、ごみ奨励金、下排水路の掃除補助、ふるさとづくり補助金でございますが、ご

み奨励金については、甲山町においてごみの分別収集に伴うステーション設置をいただい

た隣組に対して奨励金を交付されているものであります。 

 下排水路の掃除補助は、世羅町内で６地域の行政区において共同で下排水路の掃除をさ

れることに対し補助されております。 

 ふるさとづくり補助金については、世羅西町において振興区に対して花木植栽事業など

を実施されているところに交付されております。ここでの調整は、合併年度は現行のとお

り新町に引き継ぎ、合併翌年度から地域活動助成金として再編整備することから、合併年

度末をもって廃止するという案でございます。 

 続いて、５６ページをごらんください。 

 甲山町にコミュニティ推進協議会連絡会補助金が、世羅西町にコミュニティづくり推進

協議会補助金がございます。それぞれの補助金は、町単位において連絡調整をいただく組

織に対して補助しているものでございます。ここでの調整は、合併年度は現行のとおり新

町に引き継ぎ、合併翌年度から甲山町の例を基本に統一するという案でございます。 

 続いて、世羅町にコミュニティ施設整備補助金がございます。この補助金は、行政区か

ら大字単位までの範囲においてそこに記載されております内容により施設整備をされる場

合、補助金を交付しているというものでございます。世羅西町の地域集会施設整備補助金

については、振興区単位で施設整備される場合、補助金を交付しているものでございま

す。ここでの調整は、合併年度は現行のとおり新町に引き継ぎ、合併翌年度から内容の充

実をしている世羅町の例を基本に統一するという案でございます。 

 続いて、５７ページをごらんください。 

 世羅西町に地域づくり補助金がございます。公民館活動等を通じて地域の活性化を図る

ことを目的に現在１地区５０万円が交付されております。この地域づくり補助金について

は、公民館単位で組織されている自治組織に対して交付条件や補助金額などを調整した上

で交付することから、ここでの調整は合併年度は現行のとおり新町に引き継ぎ合併翌年度

から世羅西町の例を参考に統一するという案でございます。 

 続いて、５８ページをごらんください。 

 現在の３町の自治組織と先ほど説明しましたそれぞれの補助金などの交付先を記載して

おります。 
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 続いて５９ページをごらんください。 

 提案をいたしました内容による調整後のイメージ図として掲載をしております。このよ

うに新町においては３町に違いがございます。補助金などを整理して実施するという案で

ございます。この調整による影響額は、約８４０万円となっております。ただし、この影

響額には地域づくり補助金分は含んでおりません。 

 以上で提案説明を終わります。 

○上本会長 以上が協議第５５号の説明でございます。 

 このことにつきまして質問がありますか。 

 ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○上本会長 お疲れだろうと思いますので、じゃあまた次回でしっかりご協議いただきた

いと思いますので、今回は質問をこれにさせていただきまして、次回協議会で協議決定を

したいと思います。よろしくお願いいたします。 

 それでは次に、提案事項最後でございますが、協議第５６号新町建設計画（その１）に

ついて、事務局より説明いたします。 

○山口事務局長 資料６０ページをお開きください。 

 協議第５６号新町建設計画（その１）について。 

 新町建設計画（その１）について提案する。平成１５年８月２５日提出。世羅郡三町合

併協議会会長上本仁志。 

 新町建設計画（その１）について。 

 新町建設計画（素案）は別添のとおりとするというもので、提案でございます。別添と

いいますのは、皆さんの一緒に入れてましたが、この素案というのがこれが別添でござい

ます。 

 ６１ページをお開きください。 

 ６１ページ、６２ページは、参考資料ということで新町建設計画策定に係る今後の協議

予定について、まず６１ページに掲載をしております。これは策定までのフローというこ

とで、本日の協議会で建設計画（素案）の提案をいたしまして、最後県知事協議の結果報

告ということで最終的に新町の建設計画というものができ上がっていくわけですが、その

流れをそこに書いております。素案と原案については協議会で協議・確認をいただくと、

こういう手続となります。 
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 策定までのスケジュールという２点目でございますが、ここを見ていただきますと、先

ほどご確認いただきました９月９日に第１２回の協議会で本日提案する素案の協議・確認

をいただきたいということで、これは協議内容という例で出しております。そういった流

れの中で、９月２９日から１０月８日、各町で住民説明会がされます。そして、それを受

けて１０月２２日の協議会で原案の提案をしていくということで考えております。１１月

５日に一応第１５回の協議会で原案の協議・確認をいただければ１３日から２５日に県知

事への協議をしていくというスケジュールになろうかと思います。１１月２６日が水曜日

になるわけですが、ここで第１６回の協議会で県知事への協議の結果報告をさせていただ

くと、このようなスケジュールを考えています。 

 それで、６２ページを見ていただきたいわけですけども、この新町建設計画等に関する

住民説明会の実施ということで、これも参考資料としておつけをしております。目的とい

うのは、新しいまちづくりに対する住民からの意見・要望を聴取し、今後提案予定の新町

建設計画の原案に住民意見の反映を図るという、こういう大きな目的で説明会をしていく

ということと、あわせて確認済みの合併協定項目内容を中心に合併協議会の協議状況をこ

の順に説明会の中で説明をし、合併協議に対する住民の関心を高めていく、この大きな目

的で各町が主催で実施をされます。 

 会場、日程のところでございますが、それぞれ甲山町、世羅町、世羅西町で場所、時間

が設定されております。 

 大変申しわけございませんが、１０月２日の津田公民館、世羅西町にありますが、これ

を津名公民館にご訂正をお願いをいたします。大変申しわけございません。津名公民館に

訂正をお願いをいたします。 

 ４番目の説明者としては、町長、助役、収入役、教育長、総務課長、企画担当課長等

で、各町でそれぞれ調整をして住民説明会に出るということで、説明内容はそこに３点ほ

ど上げておりますが、この素案、今回ご提案する素案なり合併協定項目の協議状況、合併

協議に関する情報提供、こういったことで臨んでいくということで、この６１ページ、６

２ページは参考資料ということでごらんいただきたいと思います。 

 それでは、別添の新町建設計画（素案）の説明をさせていただきます。 

 この新町建設計画につきましては、第１回の合併協議会で既にご確認をいただいており

ます新町建設計画の策定方針（案）というものに基づきまして、現在新町建設計画を策定

をしているわけでございます。そこでも確認をいただいたわけですけども、３町がこれま
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でに策定した長期総合計画や任意協議会、世羅郡三町合併推進協議会で取りまとめをした

世羅郡３町の将来構想検討報告書などを参考に策定をしているというものでございます。 

 そういったことで、素案を見ていただきたいと思いますが、まず表は人と自然が輝くま

ちづくりということで、これも将来構想検討報告書の方で一定の報告をさせていただいた

中身と同じになっております。 

 １ページ、２ページは新町の将来構想を将来検討報告書に基づく内容を掲載をしており

ます。ただ、見ていただきますと、まず１ページが新町建設計画とはということで平成１

６年１０月を合併を予定しているということで、本計画は平成１７年度から平成２６年度

までの１０年間を計画期間として定めますということの新町建設計画について記載をして

おります。新町の将来像は、これは将来構想検討報告書にありました人と自然が輝く町と

いうことを将来像と位置づけて、それは下にありますように世羅郡３町の課題、これも将

来構想の発展と報告書にありました中身です。それと３町の特徴、住民のニーズ、これも

アンケート調査によってニーズをいただいております。こういったものから、人と自然が

かがやく町という将来像に近づけていくということを１ページに記載しております。 

 ２ページが人と自然が輝く町とはということで、それを文書化したものが右上に上げて

おります。人と自然が輝く町とは、新町に生きる人が世羅台地の豊かな自然環境と共生し

ながら生き生きと輝いて働き学び安心して笑顔で暮らせる町のことですということで文書

化をしているというのが右上です。 

 ２ページの真ん中に新町建設の基本方針と主要施策、ここで違うのが、将来構想検討報

告書と違いますのが、一番下にあります新しい自治を推進するまちづくり、これを新しく

加えております。その他については、新町将来構想検討報告書と同じでございます。 

 次が３ページ、それら基本的な主要施策、基本方針なり主要施策について３ページから

７ページまでを整理をしております。 

 まず３ページですが、安心して住み続けられる健康福祉のまちづくりということで、緑

の枠内に基づいた中身で整理をしております。主要施策には、高齢者福祉の充実が３点上

げております。主要施策は、高齢者福祉の充実ということで、３点の施策を上げておりま

す。主要事業が、下にありますピンクの方で、その主要施策を実施する場合の主要事業と

しては、痴呆性高齢者向けグループホーム整備事業とか高齢者向け有料賃貸住宅整備事業

というような形で各項目ごと整理をしているので、ごらんいただきたいというふうに思い

ます。ここの主要施策の障害者福祉の充実については２件施策を設けております。子育て
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支援の充実が２点にまとめて施策をしております。医療対策の充実が２点にまとめて施策

をしております。健康増進に関しての充実も２点にまとめて整理をしているところでござ

います。 

 ４ページが、産業が元気なまちづくりということで、これも新町将来構想検討報告書に

基づく内容で、緑の枠内は整理を文書化をしております。主要施策としては、農林業の振

興ということで５点ほど施策を設けております。その主要事業としては、下を見ていただ

くと３点ほどの主要事業で掲載をしているということでございます。商工業の振興が２点

の施策、観光の振興が３点の施策、ごらんいただきたいと思います。 

 次が５ページ、豊かな心をはぐくむ教育文化のまちづくりで整理をしております。この

ところも将来構想検討報告書に基づき整理をさせていただいております。主要施策として

は、学校教育の充実が２点ほど施策を出しております。主要事業は１点でございます。社

会教育、生涯学習の充実が２点、スポーツ、レクリエーションの振興が２点、人権教育の

推進が１点、男女共同参画社会の形成、歴史文化保存の継承、青少年健全育成という形で

それぞれ主要施策を整理をしております。 

 ６ページが快適で安全なまちづくりということで、主要施策として道路網の整備が３

点、裏にありますように、裏といいますか７ページですが、７ページに主要事業を掲載を

しております。公共交通体系の整備が２点の施策にまとめております。上水道の整備が３

点、市街地の活性が２点、環境保全、循環型社会の構築ということで２点、防災救急体制

の強化が２点、交通安全、防犯対策の強化が２点、住環境の整備が２点、情報通信基盤の

整備が２点ということで、それぞれそれに関連する主要事業ということで７ページの上の

段に掲載をしております。 

 新しい自治を推進するまちづくり、これは将来構想検討報告書にございませんでした。

これは新しく新町建設計画の中に加えております。行政の情報システム化を推進し、各種

申請手続業務の電子化、簡素化による行政サービスの向上と効率的な行政を推進します。

また、行政情報の公開や双方向のコミュニケーションの確立に努めるとともに、住民自治

組織への支援と連携を図り、住民と行政が一体となった新しいまちづくりを推進しますと

いう、こういうことでなっております。主要施策としては、住民主体のまちづくりで、住

民自治組織への支援による住民主体のまちづくりの推進ということで、主要事業は住民自

治組織支援事業とまちづくり振興基金設置事業を主要事業として提案をしております。 

 行政情報化の推進というのは、効率的な行政を推進するための行政事務の情報システム
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化、インターネットなどを有効に活用した行政情報の積極的な発信ということで、地域で

やっていただくことと行政がサイドでやることに分けて主要事業についても整理をしてお

るところでございます。 

 上の、情報通信基盤というのが上の右側にありますけども、それとここにある行政情報

化の推進というのは、こちらは行政情報化ということで行政サイドの情報化の推進という

ことでご理解をいただければというふうに思います。 

 以上で提案説明を終わります。 

○上本会長 以上が協議第５６号の説明でございますが、時間も経過してございますん

で、お疲れであろうと思います。質問もあわせて次回というように思いますが、この際ど

うしても質問とかあれば承りますがいかがでしょうか。いいですか。 

 黒木委員。 

○黒木委員 この４ページでございますけど、６次産業という言葉ですね。これは私ども

世羅郡におる者はよくわかるんですけども、６次産業っていうのはいわゆる造語、作った

言葉だろうと思うんです。ですから、ここへ通用するようなときには６次産業でなくて何

か、いわゆるとかという言葉がつかないと対外的にどうなのかなあと、こういうふうに思

うんですが。６次産業という産業があるわけじゃないんで、１次と２次と３次を足すのか

掛けるのかで作った言葉だろうと思いますので、こういうところを何か、ざっと見たとこ

ろではそんな感じがしたんですが。 

○上本会長 山口事務局長。 

○山口事務局長 黒木委員のご質問にお答えをいたします。 

 この６次産業というのは、１次、２次、３次あわせて６次ということで、１次から３次

までを１つにして産業としてやりましょうということで６次産業という言葉として公文書

等でもそういった形で通知が来ておりますし、ここであえて新しく素案の段階で造語とし

て作ったものじゃなくて、６次産業ということであります。 

 以上です。 

○上本会長 寺田委員。 

○寺田委員 ３点ばかしお尋ねをします。 

 住民説明会の実施についての項で住民の意見を反映するというのがあるんですが、もち

ろんだろうと思うんですが、この建設計画の素案の変更も含めてのことかどうかというこ

とが第１点。 
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 それから、この建設計画の中身についてちょっと私気にかかるんですが、向こう１０年

間のこの計画の中で、どういうんですか、私が残念に思いますのは、世羅郡３町の課題に

もなっております少子・高齢化、高齢化はますます１０年後には進んできとると思うんで

す。そういった中で特養なり中間施設なりそういった施設にかわるものができるんかもわ

からんと思うんですが、よくわからん言葉もこの中へ入っておるんですが、こういったこ

とも必要じゃないかというように思います。そこらの考え方、それが第２点目です。 

 ３点目は、行政はえてして事業についての説明といいますか、このことについてはもう

住民の方へよく説明をされて理解もいただいておるというように私は思うんです。しか

し、昨今の地方財政、国を含めてですが、財政状況というのは大変厳しいものがあると私

は理解しておるんです。もっともっと危機意識、危機感を持って行政運営に当たっていた

だかなくてはいけないんじゃないかと、たちまち合併年度が来年４月から合併年度に入る

わけです。合併は１０月１日からでしょうけれども、そこらの財政的な対応をどのように

されて基金はどのようになって、１３年度末については４０億円程度の基金があって、こ

れは使えない基金も含めてですが、起債残高は２００億円余りということだろうと思いま

すし、７月ごろだったですかね、事務局の方から送っていただいた合併だよりを見ますと

３町の歳入等についても懇々と書いてあります。これを見ますと、どこの３町も３割以上

が借金と基金の取り崩しです。基金がないなったら取り崩す金はなくなるわけです。そこ

で合併特例債というのが出てくるんだろうと思うんですが、そういった厳しい財政状況に

あるということを私は述べたいわけです。と同時に新町になってうまいこと転げていくよ

うなところのまとめといいますか、打ち合わせといいますか、そういったことも必要なん

じゃないかというようなことを思います。 

 皆さんご承知だろうと思うんですが、特に８月１日ごろの新聞記事ごらんになった方が

あろうかと思います。広島市がそうだから世羅町がそうだという意味で言っておるのでは

ありません。広島市が７月３１日に新聞紙上へ発表しております内容をちょっと言います

と、２００５年度に広島市は中期財政計画見通しの中で２００５年度に再建団体に転落す

ると、こうなっとるんですよ。ほいで、このことは広島市に限らず全国市町村どこも同

じ、どういうんですか、厳しい財政の中で綱渡りをされておるという現実があろうかと思

うんです。そういう意味で、この建設計画素案を住民へ説明をされるときに歳入の面とい

いますか台所事情の説明が落ちとるんじゃないかというように私は思うんです。そのこと

も含めて住民へしっかりと説明をして理解を得ていくということも私は必要じゃないか
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と、これをやります、あれをやりますというのもいいでしょうけども、やっぱりこのこと

を、懐状態を示すことによって要望を押さえる効果があってはいけんのんですが、そうい

った現状に地方自治体はあるんだということの理解を得るということが必要ではないかと

いうように私は思います。 

 以上３点についてお願いやら質問やらさせていただきました。ご回答をお願いします。 

○上本会長 簡単にお願いします。 

○山口事務局長 ご質問にお答えをいたします。 

 まず、１点目でございますが、この素案をもって意見・要望を聴取をして新町の建設計

画の原案にどうなっているのかということでございますが、これにつきましては一応素案

を持って当然出ていくわけでございますから、その変更については一定程度素案の段階で

住民の方のご意見を聞く中で整理等もする中で、素案について肉づけをして新町建設計画

の原案を作っていくという、こういう手続になります。今、７ページぐらいのこういう素

案でございますが、実際新町建設計画につきましては３０ページ前後のものに原案がなっ

ていくということになろうかと思います。 

 それと、２点目の少子・高齢化等の問題も加えていくべきでないかという、こういうご

質問でございましたが、これにつきましては３ページのところで一応そういった視点で子

育て支援の充実とか高齢者福祉の充実、こういったところで加えていくということで考え

ておるところでございます。それと、財政のことでご質問がございましたが、新町建設計

画の原案を策定するに当たりましても、財政計画というのはこれは当然明らかにしていく

ということがございます。したがって、現段階でその素案を作る段階でそれぞれ総務、企

画、幹事会、こういった関係者の中で協議がされておるわけでございますが、財政的には

ほぼ収支均衡がとれつつあるという状況で現在調整をしているというものでございますの

で、その個々個別の内容について事業ごとにお聞きをいただければその答えられる部分に

ついてはご説明も当然していく必要があろうかと思いますが、全体的な考え方としては、

原案の際に財政計画を示す中でご協議いただきご理解いただきたいということで考えてお

ります。 

 以上です。 

○上本会長 まだまだご質問はあるかと思いますが、皆さんいかがでしょうか。一応本日

この程度にさせていただきたいと思いますが、よろしくお願いします。 

 発言ですか。はい、お願いいたします。 
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○横山顧問 ここへあいさつをしてから口を開いたことないんですが、感想めいたことで

よろしいでしょうか。今日はなごやかな雰囲気で始まったんですが、非常にポイントにな

る議論があったと思っております。個別の事業の問題がありましたが、やはりいろんな町

の経緯があって事業が継続されて、それを統合していくということで非常に負担と給付の

問題というのはやはりこれから大きく考えていかなきゃいけない問題ではないかというこ

とだろうと思います。それと、今日も建設計画へも新しい自治ということで住民主体のま

ちづくりという新しい項目が出ておりますけど、やはりこういうことというのは、やはり

役所の仕事任せるということでなくて、住民自治組織と行政がどこまで連携してやってい

くかという視点が必要だろうと思います。 

 それと、最後に私も是非これは言っておきたいと思いまして、先ほどの個別の事業の問

題いろいろありましたが、やはりしっかりした財政推計を、事務局の方で今おやりになっ

ていると思いますが、いずれにしても合併の特例債という１０年間いろんな事業に充てら

れる総務省の事業、起債があるわけです。これもあくまでも借金なわけで、後々住民の皆

さんが返していかなきゃいけないお金です。したがいまして、今日寺田委員が最後におっ

しゃいましたことを私も何とか言いたいなあと思ってちょっと感想めいたことを申し上げ

てるんですが、しっかりした財政推計を事務局の方でこれから図っていただけると思いま

すし、余りいろんな事業が恐らく要望として住民から出てくるでしょうし、やはりプライ

オリティーをつけて、優先順位をつけてやっていかざるを得ないというようなことが当然

こういう場で議論されると思います。来年１０月には約２万人の人が箱船に乗ってスター

トするわけですから、その議論をしっかり今回、特に建設計画の町内への説明が進められ

るということでありますので、本来は会長から意見を求められて発言すべき立場なんです

が、今日はあえて最後に非常にいろんな有意義な議論があったということを含めまして是

非これからもそこらあたりを支点にした議論をお願いしたいということで、感想めいた話

になりますが一言申し上げさせていただきました。済みません。 

○上本会長 ありがとうございます。 

 それでは、先ほどの協議第５６号の新町建設計画（その１）につきましては、次回協議

会で決定をしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 まことに長時間にわたりまして慎重にご審議いただきましてまことにありがとうござい

ました。広範な行政分野の協議事項でございますんで、確認作業には時間もだんだん経過

必要でございますし、審議の内容もより充実してきておるところでございます。これから
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も引き続き皆さんの実のあるご審議をいただきまして、的確に確認作業を進めていきたい

というふうに考えておりますので、格別のお力添えをいただきますよう重ねてお願い申し

上げ、本日の会議を閉会させていただきます。ありがとうございました。 

 所長さん、ありがとうございました。 

午後 ７時１０分閉会 
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